
一

二
、
相
国
・
丞
相

原
文

　
相
國
・
丞
相
（
1
）、
皆
秦
官
（
2
）。
金
印
紫
綬
（
3
）。
掌
丞
天
子
、

助
理
萬
機
（
4
）。
秦
有
左
右
（
5
）、高
帝
即
位
、置
一
丞
相
。
十
一
年
、

更
名
相
國
（
6
）、
綠
綬
（
7
）。
孝
惠
・
高
后
、
置
左
右
丞
相
（
8
）。

文
帝
二
年
、
復
置
一
丞
相
（
9
）。
有
兩
長
史
。
秩
千
石
（
10
）。
哀
帝

元
壽
二
年
、
更
名
大
司
徒
（
11
）。
武
帝
元
狩
五
年
、
初
置
司
直
（
12
）。

秩
比
二
千
石
（
13
）。
掌
佐
丞
相
擧
不
法
（
14
）。

訓
読

　

相
国
・
丞
相
は
（
1
）、
皆
秦
官
な
り
（
2
）。
金
印
紫
綬
（
3
）。

天
子
を
丞た
す

け
、
万
機
を
助
け
理お
さ

む
る
を
掌
る
（
4
）。
秦
に
左
右
有
り

（
5
）、
高
帝
即
位
し
、
一
丞
相
を
置
く
。
十
一
年
、
更
め
て
相
国
と
名

づ
け
（
6
）、
緑
綬
と
す
（
7
）。
孝
恵
・
高
后
は
、
左
右
丞
相
を
置
く

（
8
）。
文
帝
二
年
、
復
た
一
丞
相
を
置
く
（
9
）。
両
長
史
有
り
。
秩

は
千
石
（
10
）。
哀
帝
元
寿
二
年
、
更
め
て
大
司
徒
と
名
づ
く
（
11
）。

武
帝
元
狩
五
年
、初
め
て
司
直
を
置
く
（
12
）。
秩
は
比
二
千
石
（
13
）。

丞
相
を
佐た
す

け
不
法
を
挙
ぐ
る
を
掌
る
（
14
）。

現
代
語
訳

　

相
国
・
丞
相
は
（
1
）、
い
ず
れ
も
秦
官
で
あ
る
（
2
）。
金
印
紫

綬
（
3
）。
天
子
を
承た
す

け
て
、
政
務
万
端
を
助
け
治
め
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
（
4
）。
秦
で
は
左
右
丞
相
を
置
い
た
が
（
5
）、
高
祖
劉
邦
が

即
位
す
る
と
丞
相
を
一
人
だ
け
置
い
た
。
高
祖
十
一
年
（
前
一
九
六
）、

相
国
と
改
名
し
（
6
）、
印
の
綬
は
緑
色
と
し
た
（
7
）。
恵
帝
劉
盈
・

高
后
呂
雉
は
左
右
二
人
の
丞
相
を
置
い
た
（
8
）。
文
帝
二
年
（
前

一
七
九
）、
ふ
た
た
び
丞
相
を
一
人
と
し
た
（
9
）。

　

属
官
と
し
て
は
長
史
二
人
を
置
く
。
官
秩
は
千
石
（
10
）。

　

哀
帝
元
寿
二
年
（
前
一
）、
大
司
徒
と
改
名
し
た
（
11
）。

　

武
帝
元
狩
五
年
（
前
一
一
八
）、
初
め
て
司
直
を
置
い
た
（
12
）。
官

秩
は
比
二
千
石
（
13
）。
丞
相
を
補
佐
し
て
不
法
な
る
者
を
挙
げ
る
こ

　『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注
稿
　（
二
）

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
研
究
会

大
川
俊
隆
　
門
田
　
明
　
村
元
健
一
　
吉
村
昌
之
　
米
田
健
志

一



二

と
を
職
務
と
す
る
（
14
）。

注
釈

（
1)�
注　

応
劭
が
い
う
。
丞
と
は
承た
す

け
る
、
相
と
は
助
け
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
「
丞
相
」
の
各
々
の
字
の
義
に
つ
い
て
、
応
劭
説
以
外
に
、

『
宋
書
』
巻
三
九
・
百
官
志
上
で
は
「
丞
は
奉
で
あ
り
、
相
は
助

で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
通
説
で
は
丞
相
と
相
国
と
は
同
官
異

名
と
解
釈
す
る
が
、
異
説
も
あ
る
。
呉
仁
桀
は
「
丞
は
佐
で
あ

り
、
相
は
助
で
あ
る
」
と
し
、「
秦
漢
以
来
、
官
を
設
け
て
佐
を

置
く
と
き
は
丞
と
い
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
丞
相
の
丞
と
い
う

の
は
、
相
国
を
佐た
す

け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
丞

相
は
相
国
の
次
官
で
あ
る
と
の
解
釈
を
示
す
（『
両
漢
刊
誤
補
遺
』

巻
三
・
相
国
）。
鎌
田
重
雄
も
呉
仁
桀
の
説
に
従
う
［
鎌
田
重
雄

一
九
六
二
ａ
］。

　
　

�　
［
安
作
璋
・
熊
鉄
基　

一
九
八
四
］
は
「
丞
相
は
正
式
の
官
名

で
あ
り
、
秦
国
か
ら
始
ま
り
、
秦
朝
で
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

相
国
は
丞
相
や
そ
の
他
の
名
称
の
宰
輔
（
た
と
え
ば
楚
の
令
尹
）

に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
（
後
世
、
国
老
や
閣
老
と
称
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
）。
相
と
は
丞
相
や
相
国
の
簡
称
で
あ
り
、
宰
輔
の

職
の
通
称
で
も
あ
っ
て
、あ
る
時
に
は
動
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
。

た
と
え
ば
秦
に
相
た
り
と
か
斉
に
相
た
り
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
2
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。『
史
記
』
巻
四
・
周
本
紀
に
「
赧た
ん

王
は

そ
の
相
国
を
秦
に
行
か
せ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
蘇
代
が
韓
の
相

国
に
謁
見
し
た
」
と
あ
り
、『
史
記
』
巻
四
三
・
趙
世
家
に
は
「
烈

侯
の
相
国
公
仲
連
」
と
あ
る
。
秦
の
相
国
は
こ
れ
ら
よ
り
さ
ら
に

後
の
こ
と
で
あ
る
。
百
官
表
に
「
秦
官
」
と
い
う
の
は
、
漢
が
秦

の
系
統
を
引
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
の
「
秦
官
」
も
同

様
に
考
え
て
よ
い
。

　
　

� �

考
証　
「
相
国
」
に
つ
い
て
、
陳
直
は
「
六
国
お
よ
び
秦
の
時
代

に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
元
は
「
相
邦
」
と
い
っ
て
い
た
。
そ

れ
を
漢
初
に
高
祖
の
諱
で
あ
る
「
邦
」
を
避
け
て
、「
相
国
」
と

改
め
た
」
と
い
う
。
ま
た
、「
相
邦
」
の
銘
文
が
あ
る
剣
矛
や
「
匈

奴
相
邦
」
の
玉
印
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
［
陳
直
一
九
七
九
］。

　
　

�　

出
土
資
料
中
の
戈
で
「
相
邦
」
の
銘
を
持
つ
最
古
の
例
と
し
て

は
、
秦
の
「
四
年
相
邦
樛
斿
戈
」
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
戈
の
形

状
や
書
式
か
ら
称
王
前
の
恵
文
君
四
年
（
前
三
三
四
）
も
し
く
は

恵
文
王
更
元
四
年
（
前
三
二
一
）
の
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し

て
も
前
四
世
紀
後
半
の
秦
に
お
い
て
「
相
邦
」
の
官
が
存
在
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、「
中
山
王
鼎
」
に
よ
っ
て
中

山
国
に
も
相
邦
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
典
籍
史
料

か
ら
は
斉
・
魏
・
燕
に
お
い
て
相
国
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

わ
か
る
［
森
谷
一
樹　

二
〇
〇
一
］。

　
　

�　

ま
た
、「
丞
相
」
に
つ
い
て
、
古
く
か
ら
秦
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀
に
「
武
王
二
年
（
前
三
〇
九
）、
初
め
て



三

丞
相
が
置
か
れ
て
、
樗
里
疾
・
甘
茂
を
左
右
丞
相
と
し
た
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。『
史
記
』
巻
八
五
・
呂
不
韋
列
伝
で
は
「
荘

襄
王
元
年（
前
二
四
九
）に
、呂
不
韋
を
丞
相
の
位
に
つ
け
た
。（
略
）

太
子
政
が
立
っ
て
王
と
な
り
呂
不
韋
を
尊
ん
で
相
国
と
し
た
」
と

あ
り
、
司
馬
遷
は
「
相
邦
（
相
国
）
は
丞
相
を
尊
ん
だ
も
の
」
と

い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
［
森
谷
一
樹　

二
〇
〇
一
］。

（
3)� �

考
証　

漢
代
に
お
い
て
、
官
印
の
材
質
や
綬
の
色
は
位
階
に
よ
っ

て
厳
重
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　

�　

印
の
材
質
は
金
・
銀
・
銅
で
あ
り
、
鋳
造
さ
れ
た
。
印
章
制

度
に
つ
い
て
は
、
百
官
表
の
後
段
に
も
み
え
る
が
、［
栗
原
朋

信　

一
九
六
一
］、［
阿
部
幸
信　

一
九
九
八
］、［
阿
部
幸
信

二
〇
〇
〇
］、［
米
田
健
志　

二
〇
〇
三
］
を
参
照
。

　
　

�　
「
綬
」
と
は
、
官
印
や
佩
玉
な
ど
を
通
す
紐
で
、
そ
の
色
に
よ

っ
て
身
分
を
表
す
。『
続
漢
書
』志
第
三
〇
・
輿
服
志
下
に
よ
る
と
、

諸
侯
王
は
赤
綬
、
諸
国
の
貴
人
・
相
国
は
緑
綬
、
公
侯
・
将
軍
は

紫
綬
、
九
卿
・
中
二
千
石
・
二
千
石
は
青
綬
、
千
石
・
六
百
石
は

黒
綬
、
四
百
石
・
三
百
石
・
二
百
石
は
黄
綬
、
百
石
は
青
紺
色
の

綸
と
す
る
［
林
巳
奈
夫　

一
九
九
六
］。

（
4
）� �考
証　
「
政
務
万
端
」
の
原
文
「
万
機
」
は
、『
尚
書
』
皐
陶
謨
に

も
と
づ
く
語
で
あ
る
。
丞
相
は
宰
相
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
政
務
に
関

与
し
て
お
り
、
そ
れ
故
そ
の
職
掌
を
画
一
的
に
述
べ
る
こ
と
は
難

し
く
、
抽
象
的
に
表
現
す
る
ほ
か
な
い
。
た
と
え
ば
左
丞
相
陳
平

は
宰
相
の
職
務
を
「
上
は
天
子
を
補
佐
し
て
、
陰
陽
を
調
和
し
四

季
を
順
行
さ
せ
、
下
は
万
物
の
便
宜
を
は
か
り
、
外
に
は
四
方
の

夷
狄
や
諸
侯
を
鎮
撫
し
、内
に
は
民
衆
を
心
服
さ
せ
、百
官
に
各
々

の
職
責
を
全
う
さ
せ
る
」
こ
と
だ
と
言
い
（
巻
四
〇
・
王
陵
伝
）、

丞
相
丙
吉
は
「
宰
相
は
小
事
に
関
与
せ
ず
、（
略
）
陰
陽
を
調
和

す
る
こ
と
を
司
る
」
と
言
う
（
巻
七
四
・
丙
吉
伝
）。

　
　

�　

居
延
出
土
の
「
元
康
五
年
詔
書
冊
」
か
ら
、
皇
帝
の
発
す
る
詔

書
は
御
史
大
夫
を
経
て
丞
相
に
下
さ
れ
た
の
ち
、
丞
相
か
ら
中
央

の
各
官
庁
な
ら
び
に
全
土
の
郡
国
へ
と
公
布
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
［
大
庭
脩　

一
九
七
九
］・［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｂ
］。

（
5)�

注　

荀
悦
が
い
う
。
秦
は
も
と
も
と
次
国
で
あ
る
か
ら
命
卿
は

二
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
左
右
丞
相
の
二
人
が
置
か
れ
て
お

り
三
公
の
官
は
無
か
っ
た
。

　
　

�

補
注　

斉
召
南
が
い
う
。
荀
悦
の
説
は
誤
っ
て
い
る
。
秦
が
左
右

丞
相
を
置
い
た
の
は
悼
武
王
（
武
王
）
二
年
（
前
三
〇
九
）
か
ら

の
こ
と
で
、
こ
の
時
は
秦
が
王
と
称
し
て
か
ら
何
代
か
後
で
、
ど

う
し
て
周
制
の
「
次
国
、
命
卿
は
二
人
」
と
い
う
故
事
を
守
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
左
相
・
右
相
は
殷
の
湯
王
の
時
に
は
す

で
に
存
在
し
て
お
り
、『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
元
年
（
前
五
〇
九
）

に
「
仲
虺
が
薛
に
居
住
し
て
、
湯
の
左
相
と
な
っ
た
」
と
あ
る
の

は
そ
の
明
証
で
あ
る
。
た
だ
、
丞
相
と
い
う
名
称
は
秦
に
始
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　

� �

考
証　

荀
悦
の
説
は
『
礼
記
』
王
制
に
も
と
づ
く
。『
礼
記
』
王

制
に
よ
れ
ば
、
周
代
の
諸
侯
に
は
大
国
・
次
国
・
小
国
の
区
分
が



四

あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
諸
侯
の
卿
（
大
臣
）
の
人
数
が
定
め
ら
れ

て
い
た
。
次
国
で
は
卿
は
三
人
で
、
う
ち
一
人
は
諸
侯
自
身
が
任

命
し
た
が
、
二
人
は
周
王
直
々
に
任
命
さ
れ
、
こ
れ
を
「
命
卿
」

と
呼
ん
だ
。
荀
悦
は
秦
を
次
国
と
す
る
た
め
、「
命
卿
二
人
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
　

�　
『
史
記
』
巻
六
・
秦
始
皇
本
紀
に
よ
れ
ば
、
始
皇
帝
二
八
年
（
前

二
一
九
）
の
琅
邪
台
刻
石
に
は
丞
相
隗
林
と
丞
相
王
綰
の
二
人
の

名
が
見
え
、同
三
七
年
（
前
二
一
〇
）
お
よ
び
二
世
皇
帝
二
年
（
前

二
〇
八
）
に
は
左
丞
相
李
斯
と
右
丞
相
馮
去
疾
の
名
が
見
え
る
。

（
6
）�考
証　

周
寿
昌
は
、
丞
相
が
相
国
と
改
名
さ
れ
た
の
は
、
百
官
表

上
で
は
「
十
一
年
」
の
こ
と
と
す
る
が
、百
官
表
下
で
は
「
九
年
」

の
こ
と
と
し
て
い
て
、
記
載
に
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
巻
三
九
・
蕭

何
伝
に
よ
る
と
、
丞
相
蕭
何
が
相
国
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
韓
信
が

誅
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
十
一
年
」
説
の
百
官
表
上

が
正
し
い
と
す
る
（『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
）。

（
7
）�考
証　
『
漢
書
』
に
は
緑
綬
の
他
例
は
な
い
。
緑
綬
に
類
す
る
例

と
し
て
、
百
官
表
後
段
の
「
諸
侯
王
」
の
項
に
「
金
璽
盭
綬
」
と

あ
る
。
ま
た
、
巻
九
四
下
・
匈
奴
伝
下
に
も
「
黄
金
璽
盭
綬
」
の

例
が
あ
る
。

　
　

�　

張
漢
東
は
、
相
国
の
印
綬
が
緑
で
あ
っ
た
の
は
「
蕭
何
が
相

国
に
任
命
さ
れ
て
い
た
期
間
の
特
別
待
遇
で
あ
り
、
丞
相
の
名

に
戻
さ
れ
た
と
き
「
紫
綬
」
に
戻
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
［
張

烈　

一
九
九
七
］。
栗
原
朋
信
は
「
相
国
の
み
は
後
に
緑
綬
に
更

め
ら
れ
た
」
と
し
、
後
漢
も
同
じ
と
し
て
い
る
［
栗
原
朋
信　

一
九
七
七
］。『
続
漢
書
』志
三
〇
・
輿
服
志
下
に
は「
諸
国
の
貴
人
、

相
国
は
い
ず
れ
も
緑
綬
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
相
国
の
綬

は
「
緑
」
で
あ
り
、蕭
何
だ
け
の
特
例
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

�　

な
お
、
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
に
「
丞
相
、
列
侯
、
将
軍
は
金
印

紫
緺
綬
」
と
あ
る
が
、
陳
直
は
、『
説
文
解
字
』
一
三
上
に
「
緺

は
綬
の
紫
青
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
き
説
明
し
て
い
る
［
陳
直

　

一
九
七
九
］。

（
8
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
伊
尹
は
仲
虺
よ
り
先
任
で
、
崔
杼
も
慶

封
よ
り
先
任
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
右
相
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

漢
は
右
を
上
位
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

伊
尹
・
仲
虺
は
夏
王
朝
の
初
代
湯
王
に
、
崔
杼
・
慶
封
は

春
秋
時
代
の
斉
に
仕
え
た
人
物
。
崔
杼
は
慶
封
に
先
ん
じ
て
大
夫

の
身
分
に
取
り
立
て
ら
れ
、
慶
封
は
の
ち
に
大
夫
と
な
っ
た
が
、

斉
の
景
公
即
位
と
と
も
に
崔
杼
は
右
相
に
、
慶
封
は
左
相
に
任

じ
ら
れ
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
五
年
お
よ
び
『
史
記
』
巻

三
二
・
斉
太
公
世
家
）。
王
先
謙
が
「
伊
尹
は
仲
虺
よ
り
先
任
」

と
い
う
の
は
根
拠
が
な
い
。

　
　

�　

漢
代
の
左
右
相
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
巻
五
六
・
陳
丞
相
世
家

に
「
絳
侯
周
勃
を
右
丞
相
と
す
る
、
位
次
は
第
一
で
あ
る
。
陳
平

を
徙
し
て
左
丞
相
と
す
る
、
位
次
は
第
二
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
み
て
も
、
右
丞
相
の
方
が
位
は
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
9
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
巻
六
六
・
劉
屈
氂
伝
に
「
武
帝
征
和
二



五

年
（
前
九
一
）
に
、
丞
相
長
史
を
分
け
て
二
つ
の
府
と
し
、
劉
屈

氂
を
左
丞
相
と
し
、
右
丞
相
は
空
位
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
の
地
位

に
相
応
し
い
賢
人
の
現
れ
る
の
に
備
え
た
」
と
あ
る
が
、
百
官
表

本
文
は
そ
の
事
を
載
せ
て
い
な
い
（
以
上
、『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

原
文
に
「
文
帝
二
年
」
に
丞
相
が
一
人
と
な
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
銭
大
昭
は
、
は
じ
め
周
勃
が
右
丞
相
に
、
陳
平
が
左
丞

相
と
な
り
、
後
、
周
勃
は
病
を
理
由
に
右
丞
相
を
辞
め
た
の
で
、

陳
平
一
人
が
丞
相
と
な
っ
た
と
す
る
（『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。
そ

う
す
る
と
こ
の
こ
と
は
百
官
表
下
か
ら
文
帝
元
年
（
前
一
七
九
）

八
月
の
こ
と
に
な
り
、
記
述
に
相
違
が
生
じ
る
。
実
際
に
は
、
そ

の
二
ヶ
月
後
の
文
帝
二
年
（
前
一
七
九
）
十
月
に
丞
相
陳
平
が
死

亡
し
丞
相
の
位
が
空
い
た
た
め
、
同
年
十
一
月
に
周
勃
が
丞
相
に

再
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
百
官
表
上
の
記
述
は
こ
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
顓
頊
暦
が
施
行
さ
れ
て
お

り
、
十
月
が
歳
首
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
に
誤
認
が
生
じ
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
。

（
10
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
李
斯
は
郎
と
し
て
秦
王
に
説
き
、
そ
の

た
め
に
長
史
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
み
る
と
長
史
は
秦
官
で

あ
る
。
漢
の
丞
相
長
史
の
例
は
、
五
行
志
・
張
湯
伝
・
田
叔
伝
・

文
三
王
伝
・
鄭
当
時
伝
・
灌
夫
伝
・
景
十
三
王
伝
・
夏
侯
勝
伝
・

黄
覇
伝
・
王
嘉
伝
・
外
戚
伝
に
見
え
る
。
百
官
志
一
に
、
後
漢
は

「（
大
司
徒
）
長
史
一
人
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
［
安
作
璋
・
熊
鉄
基　

一
九
八
四
］
は
、『
史
記
』
巻

八
七
・
李
斯
列
伝
に
見
え
る
長
史
に
つ
い
て
は
丞
相
の
属
官
と
は

考
え
て
い
な
い
。「
長
史
は
相
府
を
総
監
」
し
、「
丞
相
を
佐
助
し
、

諸
曹
の
事
務
を
取
り
扱
う
職
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
ま
た
、「
朝

廷
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
も
で
き
」、「
有
時
に
は
詔
を
奉
じ
て

地
方
に
お
け
る
事
務
に
関
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
す
る
。

　
　

�　

長
史
以
外
の
属
官
に
つ
い
て
は
、『
漢
旧
儀
』
に
「
丞
相
が
初

め
て
置
か
れ
た
時
に
、
吏
員
は
十
五
人
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
秩

六
百
石
。
東
曹
と
西
曹
に
分
か
れ
て
い
た
。
東
曹
は
九
人
で
、
外

に
出
て
は
州
を
監
督
し
刺
史
と
な
っ
た
。
西
曹
は
六
人
で
、
そ
の

う
ち
の
五
人
は
往
来
し
て
事
を
東
廂
に
言
上
し
、侍
中
と
な
っ
た
。

一
人
は
府
に
留
ま
っ
た
。
こ
れ
を
西
曹
と
い
い
百
官
の
奏
事
を
総

括
し
て
い
た
」
と
あ
る
。
漢
初
に
は
秩
六
百
石
の
東
曹
と
西
曹
が

一
五
人
置
か
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
武
帝
期
ま
で
に
は
増
員
さ

れ
、『
漢
旧
儀
』
に
よ
る
と
「
武
帝
元
狩
六
年
、
丞
相
の
吏
員
は

三
百
八
十
二
人
で
あ
る
。
史
は
二
十
人
で
あ
り
、
秩
は
四
百
石
。

少
史
は
八
十
人
、
秩
は
三
百
石
。
属
は
百
人
、
秩
は
二
百
石
。
属

史
は
百
六
十
二
人
で
、
秩
は
百
石
」
と
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
挙

げ
ら
れ
た
史
・
少
史
・
属
・
属
史
の
合
計
は
三
六
二
人
で
あ
り
、

初
め
に
「
吏
員
は
三
百
八
十
二
人
」
と
い
う
の
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
ど
こ
か
に
錯
誤
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
漢
旧
儀
』
に
は
「
東

西
曹
掾
、
秩
は
比
四
百
石
。
そ
の
他
の
掾
は
比
三
百
石
、
属
は
比

二
百
石
。
正
は
掾
と
い
い
、
副
は
属
と
い
う
」
と
あ
る
。

　
　

�　

周
寿
昌
は
、
掾
史
や
宰
士
も
属
官
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
る
が



六

（『
漢
書
注
校
補
』巻
一
一
）、こ
れ
ら
は
属
官
の
総
称
で
あ
る
。［
安

作
璋
・
熊
鉄
基　

一
九
八
四
］
は
、
以
上
の
他
に
、
令
史
・
計
室

掾
吏
も
丞
相
の
属
官
の
例
と
し
て
あ
げ
る
。

　
　

�　

陳
直
は
、
属
官
に
つ
い
て
『
漢
官
儀
』・『
漢
旧
儀
』
に
「
漢
初

に
相
国
史
を
置
い
た
。
秩
五
百
石
、後
に
廃
し
て
丞
相
史
と
し
た
」

と
あ
る
の
を
引
き
、
丞
相
史
に
つ
い
て
、「『
漢
書
』
に
見
え
る
も

の
と
し
て
は
、
少
史
が
昭
帝
紀
に
、
主
簿
が
孫
宝
伝
に
、
徴
事
が

功
臣
表
任
宮
項
目
下
に
、
大
車
属
が
鄭
崇
伝
に
、
馭
吏
が
丙
吉
伝

に
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
『
漢
旧
儀
』
の
い
う
吏
員
三
百
八
十
二
人

の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。

（
11
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。『
漢
官
儀
』
に
「
王
莽
の
時
に
議
論
し
、

漢
に
は
司
徒
の
官
が
無
か
っ
た
の
で
、三
公
の
号
を
定
め
る
際
に
、

大
司
馬
・
大
司
徒
・
大
司
空
と
し
た
」
と
い
う
（
以
上
、『
漢
書
辨
疑
』

巻
九
）。

　
　�

　
周
寿
昌
が
い
う
。『
史
記
』巻
二
二
・
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
・

景
帝
元
年
（
前
一
五
六
）
に
「
司
徒
の
官
を
置
く
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
漢
初
に
司
徒
は
あ
っ
た
が
、
哀
帝
期
に
な
っ

て
始
め
て「
大
」の
字
を
加
え
た
の
で
あ
る（
以
上
、『
漢
書
注
校
補
』

巻
一
一
）。

　
　

�　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
「
光
武
帝
が
即
位
し
て
大
司
徒

を
お
い
た
。
の
ち
に
大
の
字
を
取
り
除
い
た
」
と
い
う
。

　
　

� �

考
証　

周
寿
昌
が
指
摘
す
る
景
帝
期
の
司
徒
に
つ
い
て
は
、
誰
が

任
命
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
楚
漢
抗
争
期
か
ら
漢
初
に

か
け
て
も
司
徒
の
例
が
み
ら
れ
る
。
秦
二
世
二
年
（
前
二
〇
八
）

閏
九
月
、
楚
の
懐
王
が
諸
将
を
封
じ
た
際
に
「
呂
臣
を
司
徒
と
為

し
た
」
と
か
（『
史
記
』
巻
七
・
項
羽
本
紀
）、
項
梁
が
韓
王
の
後

で
あ
っ
た
成
を
立
て
て
韓
王
と
し
た
際
に
「
張
良
を
韓
の
司
徒
と

為
し
た
」
と
い
っ
た
記
事
が
み
ら
れ
る
（『
史
記
』
巻
九
三
・
韓

王
信
列
伝
）。

　
　

�　

哀
帝
元
寿
二
年
（
前
一
）
の
「
丞
相
」
か
ら
「
大
司
徒
」
へ
の

改
称
は
政
治
的
な
色
合
い
が
強
い
。
こ
れ
よ
り
七
年
前
の
成
帝
綏

和
元
年
（
前
八
）
に
も
三
公
制
度
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
こ
の
時
三
公
と
さ
れ
た
の
は
、
丞
相
翟
方
進
・
御
史
大
夫
何

武
・
大
司
馬
王
根
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
外
戚
と
し
て
権
勢
を

振
る
っ
て
い
た
大
司
馬
票
騎
将
軍
王
根
か
ら
軍
事
権
を
奪
い
、
勢

力
を
削
ご
う
と
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
元
寿
二
年
の
時

に
三
公
と
な
っ
た
の
は
、
大
司
馬
董
賢
・
大
司
徒
孔
光
・
大
司
空

彭
宣
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
哀
帝
が
寵
臣
で
あ
っ
た
大
司
馬
衛
将
軍

董
賢
を
最
高
位
に
置
く
た
め
の
政
治
的
処
置
で
あ
っ
た
。
大
司
徒

は
丞
相
の
、
大
司
空
は
御
史
大
夫
の
改
称
で
あ
る
［
吉
村
昌
之

一
九
九
六
］。

（
12
）�補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
「
湯
王
に
は
司

直
の
官
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
丞
相
司
直
の
原
義
は
こ
れ
に
も
と

づ
く
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
四
）。

　
　�

　
銭
大
昭
が
い
う
。『
後
漢
書
』巻
一
四
・
馬
厳
列
伝
に「
故
事
で
は
、

州
郡
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
上
奏
文
に
つ
い
て
、
実
際
に
能
力
が
あ
る



七

か
ど
う
か
を
司
直
が
考
察
し
て
、
選
挙
の
虚
実
を
あ
き
ら
か
に
し

た
」
と
あ
り
、『
漢
官
儀
』
に
は
「
武
帝
が
、丞
相
司
直
を
置
い
た
。

元
寿
二
年
（
前
一
）、
丞
相
を
大
司
徒
と
改
名
し
た
。
司
直
は
も

と
の
と
お
り
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

�　

王
先
謙
が
い
う
。
丞
相
司
直
の
例
は
、
田
叔
伝
・
平
当
伝
・
馬

宮
伝
・
龔
勝
伝
・
鮑
宣
伝
・
孫
宝
伝
・
蕭
望
之
伝
・
翟
方
進
伝
・

何
武
伝
・
師
丹
伝
に
見
え
る
。
大
司
徒
司
直
の
例
は
、
金
日
磾
伝

に
見
え
る
。
王
莽
が
大
司
徒
司
直
を
置
い
た
こ
と
は
、巻
九
九
上
・

王
莽
伝
上
に
見
え
る
。

　
　

� �

考
証　

巻
七
三
・
韋
玄
成
伝
に
、
丞
相
韋
玄
成
が
子
孫
を
戒
め
た

言
葉
の
中
に
「
司
直
・
御
事
は
、
我
を
煕ひ
ろ

う
し
我
を
盛
ん
に
す
」

と
あ
り
、
顔
師
古
は
「
司
直
と
は
丞
相
司
直
の
こ
と
で
あ
り
、
御

事
と
は
事
を
治
す
る
の
吏
の
こ
と
で
あ
る
。
司
直
及
び
治
事
の
人

が
自
分
の
興
盛
を
助
け
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
こ
と
」
と
注

し
て
い
る
。

（
13
）�補
注　

周
寿
昌
が
い
う
。『
漢
旧
儀
』に
は
二
千
石
と
あ
る（
以
上
、

『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
）。

　
　

� �

考
証　

本
文
は
「
秩
比
二
千
石
」
と
し
て
い
る
が
、周
寿
昌
は
『
漢

旧
儀
』
に
も
と
づ
き
二
千
石
と
し
て
い
る
。
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
上

に
は
、
さ
ら
に
司
直
に
つ
い
て
「
そ
の
職
務
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の

監
察
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
14
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
・
本
注
に
「
光
武
帝
が
即
位

し
た
と
き
に
、
武
帝
の
故
事
に
よ
っ
て
司
直
を
置
き
、
丞
相
府
に

居
ら
せ
諸
州
を
督
録
す
る
の
を
助
け
さ
せ
た
。つ
い
で
省
か
れ
た
」

と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

百
官
志
一
・
本
注
で
は
司
直
が
省
か
れ
た
の
は
建
武
十
八

年
（
四
二
）
の
こ
と
と
す
る
が
、『
後
漢
書
』
巻
一
下
・
光
武
帝

紀
下
で
は
建
武
十
一
年
（
三
五
）
四
月
に
「
大
司
徒
司
直
の
官
を

省
く
」
と
あ
る
。
周
寿
昌
は
「
巻
九
・
献
帝
紀
の
注
に
も
「
十
一

年
」
と
あ
り
、
百
官
志
本
注
の
「
八
」
の
字
は
誤
っ
て
い
る
だ
ろ

う
」
と
す
る
（『
後
漢
書
注
補
正
』
巻
八
）。

三
、
太
尉

原
文

　
太
尉
、秦
官（
1
）。
金
印
紫
綬
。
掌
武
事（
2
）。
武
帝
建
元
二
年
、省
。

元
狩
四
年
、
初
置
大
司
馬
（
3
）、
以
冠
將
軍
之
號
（
4
）。
宣
帝
地
節

三
年
置
大
司
馬
、
不
冠
將
軍
、
亦
無
印
綬
・
官
屬
（
5
）。
成
帝
綏
和

元
年
初
賜
大
司
馬
金
印
紫
綬
、
置
官
屬
、
祿
比
丞
相
、
去
將
軍
（
6
）。

哀
帝
建
平
二
年
復
去
大
司
馬
印
綬
・
官
屬
、
冠
將
軍
如
故
（
7
）。
元

壽
二
年
復
賜
大
司
馬
印
綬
、
置
官
屬
、
去
將
軍
、
位
在
司
徒
上
（
8
）。

有
長
史
（
9
）。
秩
千
石
。

訓
読

　

太
尉
は
、
秦
官
な
り
（
1
）。
金
印
紫
綬
。
武
事
を
掌
る
（
2
）。
武

帝
建
元
二
年
、
省
く
。
元
狩
四
年
、
初
め
て
大
司
馬
を
置
き
（
3
）、



八

以
て
将
軍
の
号
に
冠
す
（
4
）。
宣
帝
地
節
三
年
、
大
司
馬
を
置
く
も
、

将
軍
に
冠
せ
ず
、
亦
た
印
綬
・
官
属
無
し
（
5
）。
成
帝
綏
和
元
年
、

初
め
て
大
司
馬
に
金
印
紫
綬
を
賜
い
、
官
属
を
置
き
、
禄
は
丞
相
に
比

し
、
将
軍
を
去
る
（
6
）。
哀
帝
建
平
二
年
、
復
た
大
司
馬
の
印
綬
・

官
属
を
去
り
、
将
軍
に
冠
す
る
こ
と
故
の
如
く
す
（
7
）。
元
寿
二
年
、

復
た
大
司
馬
に
印
綬
を
賜
い
、
官
属
を
置
き
、
将
軍
を
去
り
、
位
は
司

徒
の
上
に
在
り
（
8
）。
長
史
有
り
（
9
）。
秩
は
千
石
。

現
代
語
訳

　

太
尉
は
、
秦
官
で
あ
る
（
1
）。
金
印
紫
綬
。
武
事
を
総
領
す
る
の

が
任
務
で
あ
る
（
2
）。
武
帝
建
元
二
年
（
前
一
四
〇
）、
廃
し
た
。
元

狩
四
年
（
前
一
一
九
）、
初
め
て
大
司
馬
を
置
い
て
（
3
）、
将
軍
の
号

の
上
に
冠
し
た
（
4
）。
宣
帝
地
節
三
年
（
前
六
七
）、
大
司
馬
を
置
い

た
が
、
将
軍
の
号
に
は
冠
し
な
か
っ
た
し
、
印
綬
や
官
属
も
無
か
っ
た

（
5
）。
成
帝
綏
和
元
年
（
前
八
）、
初
め
て
大
司
馬
に
金
印
紫
綬
を
下
賜

し
、
官
属
も
置
き
、
禄
は
丞
相
と
同
じ
と
し
た
が
、
将
軍
の
号
は
取
り

除
い
た
（
6
）。
哀
帝
建
平
二
年
（
前
五
）、
ふ
た
た
び
大
司
馬
の
印
綬

と
官
属
を
取
り
除
き
、元
の
よ
う
に
将
軍
に
冠
す
る
よ
う
に
し
た
（
7
）。

元
寿
二
年
（
前
一
）、
ふ
た
た
び
大
司
馬
に
印
綬
を
下
賜
し
、
官
属
も

置
き
、
将
軍
の
号
を
取
り
除
き
、
そ
の
位
は
司
徒
の
上
に
置
い
た
（
8
）。

　

属
官
と
し
て
は
長
史
を
置
く
（
9
）。
官
秩
は
千
石
。

注
釈

（
1)�

注　

応
劭
が
い
う
。
上
か
ら
下
を
安
ん
ず
る
こ
と
を
「
尉
」
と

い
う
。
武
官
は
い
ず
れ
も
尉
を
呼
称
と
し
て
い
る
。

　
　

�

補
注　

何
焯
が
い
う
。
宋
の
時
に
、
太
尉
が
武
官
の
呼
び
合
う
際

の
通
称
と
な
っ
た
の
は
、応
劭
の
説
に
基
づ
い
て
い
る（
以
上
、『
義

門
読
書
記
』
巻
一
六
）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。『
礼
記
』
月
令
に
「
孟
夏
の
月
に
は
、
太
尉

に
命
じ
て
、
在
野
の
俊
才
を
出
仕
さ
せ
る
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭

玄
注
に
「
夏
・
殷
・
周
の
と
き
の
官
に
、
司
馬
は
有
っ
た
が
太
尉

は
無
か
っ
た
」
と
あ
る
。『
尚
書
中
候
』
に
「
舜
は
太
尉
と
な
る
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
束
皙
は
鄭
玄
説
に
反
対
し
て
い
る
が
、
劉
昭

は
そ
れ
が
事
実
で
は
な
い
と
咎
め
て
い
る
。『
史
記
』
巻
六
・
秦

始
皇
本
紀
に
「
十
年
（
前
二
三
七
）、
尉
繚
を
秦
の
国
尉
と
し
た
」

と
あ
り
、正
義
に
「
漢
の
太
尉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
太
尉
は
秦
に
お
い
て
は
国
尉
と
称
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。『
史
記
』
巻
七
三
・
白
起
列
伝
に
「
白
起
は
国
尉

と
な
っ
た
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
説
文
解
字
』
一
〇
上
で
は
「
叞
と
は
、
上
よ
り
下
を
按
お
さ
え

る
と
い
う
こ
と
。
手
ず
か
ら
火
を
持
っ
て
繒
（
絹
織
物
）
を
申の
ば

す

と
い
う
こ
と
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
応
劭
の
注
は
こ
れ
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

�　

何
焯
が
い
う
の
は
、
北
宋
時
代
に
は
「
太
尉
」
が
軍
を
管
す
る

者
の
通
称
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
（
洪
邁
『
容
斎
三
筆
』
巻
七
・



九

節
度
使
称
太
尉
）。

　
　

�　

王
先
謙
の
引
用
す
る
束
皙
説
と
そ
れ
に
対
す
る
劉
昭
の
反
駁

は
、
百
官
志
一
・
太
尉
の
注
補
に
見
え
る
。

（
2
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
「
四
方
の
軍
事
と
武
官
の

人
事
を
掌
り
、年
度
末
に
は
勤
務
評
定
を
上
奏
し
て
賞
罰
を
行
う
」

と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
［
安
作
璋
・
熊
鉄
基　

一
九
八
四
］
は
、「
漢
初
に
お
い
て
、

太
尉
は
最
高
位
に
あ
る
武
将
の
呼
称
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
唯
一
の

者
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
。
一
般
に
「
太
尉
」
の
官
職
自
体
に

は
発
兵
や
領
兵
の
権
は
な
く
、「
将
軍
」
の
官
を
兼
任
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
軍
を
率
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
諸
呂

討
伐
の
際
、太
尉
周
勃
は
北
軍
を
率
い
る
上
将
軍
呂
禄
の
「
将
印
」

を
奪
っ
て
は
じ
め
て
軍
を
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
こ
と
が
わ

か
る
（『
史
記
』
巻
九
・
呂
太
后
本
紀
）。

　
　

�　

太
尉
の
官
の
変
遷
に
つ
い
て
、陳
直
は
、『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』

に
「
太
尉
は
文
帝
三
年
に
置
か
れ
、
七
年
に
廃
さ
れ
た
。
武
帝
建

元
二
年
に
設
け
ら
れ
、
五
年
に
ふ
た
た
び
廃
さ
れ
、
大
司
馬
と
改

め
ら
れ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
百
官
表
の
記
載
と
異
な
る
と
指

摘
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。

　
　

�　

漢
初
、
太
尉
と
な
っ
た
者
の
例
と
し
て
、
盧
綰
・
周
勃
・
灌
嬰
・

周
亜
夫
・
田
蚡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
建
元
二
年
（
前
一
四
〇
）
十
月
、

武
安
侯
田
蚡
が
罷
免
さ
れ
た
あ
と
太
尉
の
官
に
就
い
た
も
の
は
い

な
い
。

　
　

�　

後
漢
初
の
建
武
二
七
年
（
五
一
）
に
大
司
馬
は
太
尉
と
改
名
さ

れ
た
。
そ
れ
は
武
官
と
し
て
の
最
高
官
で
あ
る
と
い
う
性
質
か
ら

生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
王
莽
が
大
司
馬
と
し
て
漢
の
帝
位
を

襲
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
司
馬
の
官
名
を
避
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
（
百
官
志
一
に
引
く
蔡
質
『
漢
儀
』）。
前
漢
初
に
存
す

る
太
尉
と
武
帝
期
以
後
に
見
ら
れ
る
大
司
馬
と
の
直
接
の
関
連
性

は
な
い
。

（
3)�

注　

応
劭
が
い
う
。
司
馬
は
武
を
主
る
官
で
あ
る
。
そ
の
他
の

武
官
も
こ
れ
を
も
っ
て
名
称
と
し
た
。

　
　

� �

考
証　

大
司
馬
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
武
帝
期
に
初
め
て
置
か

れ
た
と
記
さ
れ
る
が
、
武
帝
以
前
に
す
で
に
こ
れ
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
楚
漢
抗
争
期
の
楚
軍
で
成
皋
の
戦
い
に
活
躍
し
た
曹
咎
や
垓

下
の
戦
い
の
周
殷
が
そ
れ
ぞ
れ
大
司
馬
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か

る
（『
史
記
』
巻
七
・
項
羽
本
紀
）。

　
　

�　

元
狩
四
年
（
前
一
一
九
）
に
大
司
馬
の
号
を
与
え
ら
れ
た
の
は

大
将
軍
衛
青
と
驃
騎
将
軍
霍
去
病
の
二
人
で
あ
る
。
彼
ら
に
大
司

馬
の
号
を
冠
し
た
の
は
、
従
来
の
将
軍
達
と
の
恩
寵
の
区
別
を
明

確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
二
年
後
の
元
狩
六
年
（
前
一
一
七
）

に
霍
去
病
が
、
さ
ら
に
元
封
六
年
（
前
一
〇
六
）
に
衛
青
が
死
ん

だ
た
め
大
司
馬
の
号
を
持
つ
者
は
い
な
く
な
っ
た
。後
元
二
年（
前

八
七
）、武
帝
は
霍
光
を
召
し
「
大
司
馬
大
将
軍
」
と
し
た
。
以
後
、

霍
光
は
宣
帝
地
節
二
年
（
前
六
八
）
三
月
ま
で
「
大
司
馬
大
将
軍

領
尚
書
事
」と
し
て
軍
事
力
を
背
景
に
専
権
を
振
う
こ
と
に
な
る
。



一
〇

（
4)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
冠
す
る
と
は
、
そ
の
上
に
加
え
る
と
い

う
こ
と
で
、
合
わ
せ
て
一
官
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
5
）�考
証　

衛
青
・
霍
去
病
が
大
司
馬
の
称
を
得
、
霍
光
が
そ
れ
を

継
い
だ
こ
と
か
ら
、
大
司
馬
の
称
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
漢
初
の
太
尉
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
あ
く
ま
で
も
最
高
位
の
武
官
の
呼
称
に
す
ぎ
ず
、「
将
軍
の

号
に
冠
す
る
」
こ
と
で
初
め
て
発
兵
や
領
兵
が
行
な
え
た
の
で
あ

る
［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｃ
］。

　
　

�　

本
文
に
云
う
、地
節
三
年
（
前
六
七
）
に
置
か
れ
た
「
大
司
馬
」

と
は
、
霍
光
の
息
子
霍
禹
の
こ
と
で
あ
る
。
前
年
よ
り
大
司
馬
右

将
軍
で
あ
っ
た
霍
禹
が
、
こ
の
年
十
月
に
将
軍
号
を
持
た
な
い
大

司
馬
と
さ
れ
た
の
は
、
霍
禹
か
ら
軍
事
権
を
奪
う
こ
と
に
宣
帝
の

本
意
が
あ
っ
た
（
楊
樹
達
『
漢
書
窺
管
』）。

　
　

�　

ま
た
、
本
文
に
云
う
、
将
軍
の
称
号
に
冠
せ
ず
印
綬
や
官
属
も

無
い
大
司
馬
と
は
、
宣
帝
が
霍
氏
の
専
権
を
抑
え
る
た
め
に
行
っ

た
処
置
で
あ
り
、
制
度
的
な
改
変
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
6
）�考
証　

百
官
表
上
で
は
、地
節
三
年（
前
六
七
）か
ら
綏
和
元
年（
前

八
）
ま
で
の
記
述
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
大
司
馬
と
な
っ
た
も

の
は
張
安
世
を
含
め
て
十
名
が
確
認
さ
れ
る
。
綏
和
元
年
に
将
軍

の
称
号
を
除
か
れ
た
大
司
馬
と
は
王
根
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
元

延
元
年
（
前
一
二
）
か
ら
大
司
馬
票
騎
将
軍
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

以
後
は
単
な
る
「
大
司
馬
」
に
な
っ
た
。
王
根
は
、
大
司
馬
と
し

て
初
め
て
金
印
紫
綬
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
官
属
も
置
か
れ
、
奉

禄
は
丞
相
と
同
様
に
万
石
と
さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
り
丞
相
翟
方
進
・

御
史
大
夫
何
武
・
大
司
馬
王
根
か
ら
な
る
三
公
制
度
が
整
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、王
根
の
大
司
馬
就
任
は
、名
目
上
は
「
三

公
」
の
待
遇
は
与
え
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
処
置
の
目
的

は
「
恩
寵
」
と
言
う
よ
り
は
、
将
軍
の
職
を
取
り
上
げ
て
軍
事
的

実
権
を
奪
う
こ
と
に
あ
っ
た
［
吉
村
昌
之　

一
九
九
六
］。

（
7
）�考
証　

建
平
二
年
（
前
五
）
に
哀
帝
の
母
丁
太
后
の
兄
で
あ
る

丁
明
が
大
司
馬
の
位
に
就
い
た
が
、
そ
の
際
に
印
綬
と
共
に
そ
の

官
属
を
廃
し
、
旧
制
の
よ
う
に
将
軍
の
称
号
、
こ
の
時
は
衛
将
軍

に
冠
す
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
大
司
馬
は
加
官

（
本
官
に
付
加
さ
れ
る
官
職
）
と
い
う
性
格
に
戻
さ
れ
た
。
大
司

馬
が
加
官
で
あ
る
こ
と
は
、
元
寿
元
年
（
前
二
）
正
月
に
、
大
司

馬
衛
将
軍
丁
明
が
大
司
馬
票
騎
将
軍
に
移
り
、
同
時
に
傅
晏
が
大

司
馬
衛
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
［
吉
村
昌
之　

一
九
九
六
］。

（
8
）�補
注　

王
鳴
盛
が
い
う
。
司
馬
は
本
来
司
徒
の
下
に
あ
っ
た
。
哀

帝
が
大
司
馬
の
位
を
司
徒
の
上
に
置
い
た
の
は
、
董
賢
の
位
を

最
高
位
に
置
こ
う
と
し
て
こ
の
官
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
哀
帝

が
崩
御
し
て
王
莽
が
董
賢
に
代
わ
っ
た
（
以
上
、『
十
七
史
商
榷
』

巻
一
〇
・
漢
書
四
・
司
馬
在
司
徒
上
）。

　
　

�　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
い
う
「
光
武
帝
が
即
位
し
て
、

大
司
馬
の
官
を
置
き
、
後
に
太
尉
と
名
を
改
め
た
」
と
。

　
　

� �

考
証　

哀
帝
元
寿
二
年
（
前
一
）
五
月
に
「
三
公
制
」
を
改
革
し
、



一
一

董
賢
を
大
司
馬
に
、
孔
光
を
大
司
徒
に
、
彭
宣
を
大
司
空
と
し
た
。

百
官
表
下
で
は
、
こ
れ
を
「
元
寿
三
年
」
の
こ
と
と
す
る
が
、
周

寿
昌
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
元
寿
二
年
」
の
誤
り
で
あ
る
（『
漢

書
注
校
補
』
巻
一
一
）。
大
司
徒
は
丞
相
か
ら
の
、
大
司
空
は
御

史
大
夫
か
ら
の
改
称
で
あ
っ
た
。

（
9
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
い
う
、
後
漢
は
「
一
人
、

諸
曹
の
事
を
署
つ
か
さ
どる

。」

　
　

� �

考
証　

陳
直
は
、
大
司
馬
の
属
吏
に
は
主
簿
が
あ
り
、
巻
九
二
・

游
侠
楼
護
伝
に
見
え
る
と
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。

四
、
御
史
大
夫　

原
文

　
御
史
大
夫
、
秦
官
（
1
）。
位
上
卿
、
銀
印
靑
綬
、
掌
副
丞
相
（
2
）。

有
兩
丞
（
3
）。
秩
千
石
。
一
曰
中
丞
（
4
）、
在
殿
中
蘭
臺
、
掌
圖
籍

祕
書
（
5
）、
外
督
部
刺
史
、
内
領
侍
御
史
員
十
五
人
（
6
）、
受
公
卿

奏
事
、擧
劾
按
章
（
7
）。
成
帝
綏
和
元
年
、更
名
大
司
空
。
金
印
紫
綬
、

祿
比
丞
相
（
8
）。
置
長
史
、
如
中
丞
。
官
職
如
故
（
9
）。
哀
帝
建
平

二
年
、
復
爲
御
史
大
夫
。
元
壽
二
年
、
復
爲
大
司
空
（
10
）。
御
史
中

丞
更
名
御
史
長
史
。
侍
御
史
有
繍
衣
直
指
（
11
）、
出
討
姦
猾
（
12
）、

治
大
獄
。
武
帝
所
制
、
不
常
置
（
13
）。

訓
読

　

御
史
大
夫
は
、
秦
官
な
り
（
1
）。
位
は
上
卿
、
銀
印
青
綬
、
丞
相

を
副た
す

く
る
を
掌
る
（
2
）。
両
丞
有
り
（
3
）。
秩
は
千
石
。
一
は
中
丞

と
曰
い
（
4
）、
殿
中
の
蘭
台
に
在
り
て
、
図
籍
秘
書
を
掌
り
（
5
）、

外
に
部
刺
史
を
督
し
、
内
に
侍
御
史
の
員
十
五
人
を
領
し
（
6
）、
公

卿
の
奏
事
を
受
け
、
挙
劾
・
按
章
す
（
7
）。
成
帝
綏
和
元
年
、
更
め

て
大
司
空
と
名
づ
く
。
金
印
紫
綬
、
禄
は
丞
相
に
比
す
（
8
）。
長
史

を
置
く
こ
と
、
中
丞
の
如
し
。
官
職
は
故
の
如
し
（
9
）。
哀
帝
建
平

二
年
、
復
た
御
史
大
夫
と
為
す
。
元
寿
二
年
、
復
た
大
司
空
と
為
す

（
10
）。
御
史
中
丞
は
更
め
て
御
史
長
史
と
名
づ
く
。
侍
御
史
に
繍
衣
直

指
有
り
（
11
）、
出
で
て
は
姦
猾
を
討
ち
（
12
）、
大
獄
を
治
む
。
武
帝

の
制
す
る
所
に
し
て
、
常
に
は
置
か
ず
（
13
）。

現
代
語
訳

　

御
史
大
夫
は
秦
官
で
あ
る
（
1
）。
位
は
上
卿
で
あ
り
、
銀
印
青
綬

を
佩
び
、
丞
相
を
助
け
る
こ
と
を
掌
ど
る
（
2
）。

　

属
官
と
し
て
は
二
人
の
丞
が
有
る
（
3
）。
官
秩
は
千
石
で
あ
る
。
一

人
を
中
丞
と
い
い
（
4
）、
殿
中
の
蘭
台
で
、
図
籍
秘
書
を
掌
り
（
5
）、

外
で
は
部
刺
史
を
監
督
し
、
内
で
は
侍
御
史
の
員
数
十
五
人
を
所
管
し

（
6
）、
公
卿
の
奏
事
を
受
け
取
り
、
不
備
を
指
摘
し
て
告
発
し
、
ど
の

罪
に
あ
た
る
か
と
り
調
べ
る
（
7
）。

　

成
帝
綏
和
元
年（
前
八
）、大
司
空
と
改
名
し
た
。
金
印
紫
綬
を
佩
び
、

禄
は
丞
相
と
同
じ
と
し
た
（
8
）。〔
御
史
大
夫
に
〕
中
丞
を
置
い
た
よ



一
二

う
に
長
史
を
置
い
た
。
官
職
は
元
の
ま
ま
だ
っ
た
（
9
）。
哀
帝
建
平

二
年
（
前
五
）、
ふ
た
た
び
御
史
大
夫
と
し
た
。
元
寿
二
年
（
前
一
）、

ふ
た
た
び
大
司
空
と
し
た（
10
）。御
史
中
丞
は
御
史
長
史
と
改
名
し
た
。

　

侍
御
史
の
中
に
は
繍
衣
直
指
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
（
11
）、
殿

中
か
ら
出
て
姦
邪
・
狡
猾
を
討
ち
（
12
）、
重
大
事
件
を
裁
い
た
。
武

帝
劉
徹
が
制
定
し
た
官
で
、
常
置
の
官
で
は
な
か
っ
た
（
13
）。

注
釈

（
1)��

注　

応
劭
が
い
う
。侍
御
史
の
統
率
者
な
の
で
大
夫
と
称
す
る
。

　
　�

　
臣
瓉
が
い
う
。『
茂
陵
書
』
に
「
御
史
大
夫
は
秩
は
中
二
千
石
」

と
あ
る
。

　
　

�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。『
史
記
』巻
六
・
秦
始
皇
本
紀
・
二
六
年（
前

二
二
一
）
に
御
史
大
夫
馮
劫
が
あ
る
。
二
世
元
年
（
前
二
〇
九
）

に
御
史
大
夫
臣
徳
が
あ
る
。
秦
権
、
琅
邪
台
碑
、
嶧
山
・
泰
山
等

の
碑
に
、
い
ず
れ
も
御
史
大
夫
臣
徳
の
名
が
あ
る
。
官
の
位
階
は

左
・
右
丞
相
の
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
位
は
か
な
り
高
か
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
漢
が
御
史
大
夫
を
三
公
に
列
す
る
の
は
、
秦
の

制
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　
　

� �

考
証　

こ
の
王
先
謙
の
説
は
、
周
寿
昌
の
説
（『
漢
書
注
校
補
』

巻
一
一
）
に
ほ
ぼ
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
、現
存
す
る
秦
権
に
は
、

「
御
史
大
夫
臣
徳
」
の
名
は
見
え
な
い
。

（
2
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
御
史
大
夫
も
宰
相
と
称
す
る
。
巻

八
一
・
孔
光
伝
に
は
「
元
帝
は
孔
覇
を
宰
相
の
位
に
就
け
よ
う
と

思
っ
て
い
た
の
で
、
御
史
大
夫
の
貢
禹
が
卒
し
た
と
き
及
び
薛
広

徳
が
免
職
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
度
に
覇
を
後
任
に
任
命
し
よ

う
と
し
た
」
と
あ
る
。
巻
六
六
・
公
孫
賀
等
の
伝
賛
に
は
「
丞
相
・

御
史
両
府
の
属
官
程
度
で
は
正
し
く
議
論
を
し
て
宰
相
を
補
佐
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
り
、
巻
六
七
・
朱
雲
伝
に
は
「
御
史

の
官
は
宰
相
の
副
で
あ
り
、
九
卿
の
上
位
に
あ
る
」
と
あ
る
。
後

漢
の
建
武
年
間
（
二
五
～
五
五
年
）
に
李
通
は
大
司
空
と
な
っ
た

が
、
そ
の
伝
（『
後
漢
書
』
巻
一
五
・
李
通
列
伝
）
に
、「
宰
相
と

な
っ
て
か
ら
病
と
こ
と
わ
っ
て
執
務
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
が

こ
れ
で
あ
る
。
巻
七
八
・
蕭
望
之
伝
に
は
「
故
事
で
は
朝
会
の
時

に
政
務
に
つ
い
て
奏
上
す
る
た
め
に
宮
廷
に
会
集
し
た
場
合
、
御

史
大
夫
は
丞
相
の
や
や
後
方
に
居
る
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢
書

辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

御
史
大
夫
の
職
務
に
つ
い
て
、
巻
八
三
・
薛
宣
伝
の
谷
永

の
上
疏
に
「
御
史
大
夫
の
職
は
、
内
に
本
朝
の
徳
風
教
化
を
承
け

ま
も
り
、
外
に
丞
相
を
補
佐
し
て
天
下
を
統
治
す
る
。
そ
の
任
は

重
く
職
責
は
大
で
、
凡
庸
な
人
物
で
は
堪
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
」
と
あ
り
、
本
条
の
「
丞
相
を
助
け
る
こ
と
を
掌
る
」
と

い
う
記
述
と
合
う
。
た
だ
し
、
銭
大
昭
が
前
漢
の
御
史
大
夫
と
後

漢
の
大
司
空
を
同
一
視
し
て
い
る
点
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
。
以

下
に
引
く
大
庭
説
を
参
照
。

　
　

�　

御
史
大
夫
の
職
掌
に
関
し
て
は
、
従
来
、
監
察
官
と
し
て
の
役

割
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
表
の
記
述
が
御
史
大



一
三

夫
の
二
丞
の
う
ち
監
察
を
職
掌
と
す
る
御
史
中
丞
に
終
始
し
て
い

る
こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
大
庭
脩
は
、
御
史
大
夫
の

本
来
の
職
掌
を
「
皇
帝
直
属
の
書
記
官
で
あ
る
御
史
を
統
率
し
、

副
丞
相
と
し
て
丞
相
を
助
け
、
政
策
の
具
体
的
な
実
行
原
案
を
つ

く
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
、
前
漢
中
期
以
降
、
武
帝
時
か
ら
置

か
れ
た
尚
書
が
皇
帝
の
書
記
官
を
担
当
し
、
御
史
大
夫
の
職
掌
に

変
化
が
お
こ
り
、「
後
漢
で
は
司
空
と
改
称
し
て
ま
っ
た
く
性
格

が
変
わ
り
、
土
木
工
事
の
総
責
任
者
と
な
る
」
と
そ
の
沿
革
を
説

く
［
大
庭
脩　

一
九
七
七
］。
前
漢
の
御
史
に
つ
い
て
は
［
大
庭

脩　

一
九
八
二
ａ
］
参
照
。
一
方
で
大
庭
脩
が
提
示
し
た
政
策
の

原
案
作
成
と
い
う
点
に
つ
い
て
米
田
健
志
は
、
御
史
大
夫
の
職
務

は
原
案
を
一
か
ら
新
た
に
「
作
成
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
施

す
べ
き
政
策
に
関
す
る
法
令
や
故
事
を
調
査
し
て
皇
帝
に
提
示
す

る
こ
と
で
あ
り
、
御
史
大
夫
は
君
主
の
政
策
実
行
の
根
拠
た
る
法

令
や
故
事
を
統
一
的
に
管
理
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
し
、
丞

相
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
本
文
の
「
副
丞
相
」
と
は
御
史
大
夫

が
丞
相
の
次
官
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
丞
相
と

御
史
は
「
ほ
ぼ
同
等
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
も
、
丞
相
は
官
僚
の

頂
点
と
し
て
上
か
ら
官
僚
機
構
を
統
率
す
る
の
が
本
分
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
御
史
大
夫
は
あ
く
ま
で
皇
帝
を
下
か
ら
支
え
る
こ
と

が
本
分
」
で
あ
っ
た
と
す
る
［
米
田
健
志　

二
〇
一
〇
］。
な
お

米
田
は
、
皇
帝
の
書
記
官
と
し
て
の
役
割
は
、
前
漢
・
後
漢
を
通

じ
て
尚
書
が
担
っ
て
い
た
と
す
る
［
米
田
健
志　

二
〇
〇
五
］。

（
3
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
御
史
丞
の
例
は
、
爰
盎
伝
・
広
川
王
去

伝
に
見
え
る
。

　
　

� �

考
証　

本
文
で
は「
両
丞
有
り
」と
あ
る
が
、後
文
で
は
一
方
の「
御

史
中
丞
」
し
か
あ
げ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、『
宋
書
』
巻
四
〇
・
百

官
志
下
に
は
「
秦
の
と
き
に
御
史
大
夫
に
は
二
丞
が
あ
り
、
一
方

を
御
史
丞
と
い
い
、も
う
一
方
を
御
史
中
丞
と
い
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
「
両
丞
」
が
漢
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
王
先
謙
が
挙

げ
る
の
は
御
史
丞
の
み
の
例
で
あ
る
。
巻
四
九
・
爰
盎
伝
に
は
、

御
史
大
夫
晁
錯
が
「
丞
史
に
謂
い
て
曰
く
」
と
あ
り
、如
淳
は
「
丞

史
と
は
丞
お
よ
び
史
の
こ
と
」
と
注
す
る
。

　
　

�　

御
史
中
丞
が
御
史
大
夫
の
下
を
離
れ
て
殿
中
の
蘭
台
で
執
務
し

て
い
た
の
に
対
し
、
御
史
丞
は
御
史
大
夫
寺
に
お
い
て
御
史
大
夫

の
直
接
指
揮
の
も
と
執
務
し
て
い
た
［
桜
井
芳
朗　

一
九
三
六
］。

（
4
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
三
に
、御
史
中
丞
は
「
元
は
（
御

史
大
夫
寺
と
は
）
別
の
場
所
で
御
史
を
監
督
し
て
、
殿
中
に
在
っ

て
密
か
に
非
法
を
検
挙
し
た
。
御
史
大
夫
が
司
空
に
改
制
さ
れ
た

の
で
統
率
下
を
離
れ
て
宮
中
に
留
ま
り
、
御
史
台
の
統
率
者
と

な
っ
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

御
史
中
丞
の
例
は
、
食
貨
志
・
張
湯
伝
・
蕭
望
之
伝
・
陳
咸
伝
・

朱
雲
伝
・
于
定
国
伝
・
龔
勝
伝
・
鮑
宣
伝
・
李
尋
伝
・
薛
宣
伝
・

朱
博
伝
・
翟
方
進
伝
・
酷
吏
伝
・
佞
幸
伝
・
外
戚
伝
に
見
え
る
。

　
　

� �

考
証　

御
史
大
夫
が
副
丞
相
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
の
に
対

し
て
、
御
史
中
丞
は
漢
代
の
監
察
制
度
の
中
心
を
な
し
て
お
り
、



一
四

形
式
上
は
御
史
大
夫
の
丞
で
あ
り
な
が
ら
も
、
御
史
大
夫
に
対
し

て
も
堂
々
と
反
抗
で
き
る
ほ
ど
の
権
力
を
有
し
て
い
た
［
桜
井
芳

朗　

一
九
三
六
］。

（
5
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
巻
九
九
上
・
王
莽
伝
上
に
「
甘
忠
可
、

夏
賀
良
の
献
上
し
た
予
言
書
が
蘭
台
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
」
と
あ

る
。
こ
れ
も
蘭
台
に
秘
書
が
蔵
さ
れ
て
い
た
証
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

陳
直
は
、『
塩
鉄
論
』
毀
学
篇
に
御
史
大
夫
桑
弘
羊
が
司

馬
遷
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
当
時
、
一
般
に
は
見
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
太
史
公
書
を
閲
覧
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
は
御
史
大
夫
の
所
管
業
務
の
中
に
図
籍
秘
書
の
管
理
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
と
述
べ
る
［
陳
直　

一
九
八
一
］。

（
6
）�補
注　

斉
召
南
が
い
う
。『
周
礼
』
春
官
の
属
に
「
御
史
は
中
士

八
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
史
は
周
代
か
ら
あ
っ
た
官
職
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
に
い
う
「
秦
官
」
と
は
御
史
大
夫
の

官
が
秦
か
ら
始
ま
っ
た
事
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
大
唐
六
典
』

巻
一
三
・
御
史
台
に
「『
周
礼
』
に
御
史
が
見
え
る
。
殿
柱
の
間

に
い
る
こ
と
か
ら
柱
下
史
と
も
い
っ
た
。
秦
は
改
め
て
侍
御
史
と

し
た
。『
史
記
』
巻
九
六
・
張
蒼
列
伝
に
「（
張
蒼
は
）
秦
の
時
よ

り
御
史
と
な
り
、
柱
下
の
方
書
を
主
管
し
た
」
と
い
う
の
は
そ
の

任
で
あ
る
」
と
い
う
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
侍
御
史
の
例
は
、
霍
光
伝
・
于
定
国
伝
・
鮑

宣
伝
・
諸
葛
豊
伝
・
劉
輔
伝
・
毋
将
隆
伝
・
杜
鄴
伝
・
王
嘉
伝
・

息
夫
躬
伝
・
杜
業
伝
・
厳
延
年
伝
・
儒
林
伝
・
匈
奴
伝
・
王
莽
伝

に
見
え
る
。

　
　

� �

考
証　
「
柱
下
の
方
書
」
に
つ
い
て
、
如
淳
は
「
方
と
は
板
（
方

形
の
板
）
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
文
字
が
記
さ
れ
た
も
の
」
あ
る
い

は
「
四
方
の
文
書
」
を
指
す
と
し
、
ま
た
、「
秦
以
前
に
は
柱
下

史
と
い
う
官
職
が
あ
り
、
張
蒼
は
御
史
と
な
っ
て
そ
の
職
務
を
担

当
し
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
巻
四
二
・
張
蒼
伝
の
注
。

　
　

�　

ま
た
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
二
・
設
官
部
一
四
に
引
用
さ
れ
た

『
漢
旧
儀
』
に
は
「
侍
御
史
は
周
官
で
あ
る
。
始
皇
帝
が
楚
を
滅

ぼ
し
た
と
き
、
そ
の
君
冠
を
御
史
に
下
賜
し
た
。
前
漢
建
国
後
も

秦
の
制
度
を
継
承
し
て
改
制
し
な
か
っ
た
。
皇
帝
の
言
行
を
記
録

し
、
不
法
を
弾
劾
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
。
御
史
府
の
掾
属
の

う
ち
成
績
優
秀
な
も
の
を
侍
御
史
に
任
命
す
る
。
官
秩
は
六
百
石

で
、
定
員
は
五
十
人
で
あ
る
」
と
あ
る
。
文
中
で
君
冠
を
下
賜
さ

れ
た
御
史
も
侍
御
史
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。ま
た
、定
員
の「
五
十
人
」

は
「
十
五
人
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
注
（
7
）�考
証
、
お
よ

び
百
官
志
三
・
御
史
中
丞
の
項
に
「
侍
御
史
十
五
人
、
六
百
石
」

と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。

（
7
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
三
に
、後
漢
は
「
中
丞
は
一
人
」

と
あ
る
。

　
　

� �
考
証　
『
漢
旧
儀
』
巻
上
に
は
「
御
史
の
定
員
は
四
十
五
人
、
官

秩
は
す
べ
て
六
百
石
。
そ
の
う
ち
十
五
人
は
深
紅
の
官
服
を
ま
と

い
、
殿
中
で
職
務
に
従
事
す
る
、
こ
れ
を
侍
御
史
と
い
う
。
そ
の

宿
直
所
は
石
渠
門
の
外
に
あ
る
。
侍
御
史
の
う
ち
二
人
は
皇
帝
の



一
五

玉
璽
を
取
り
扱
い
、
四
人
は
書
類
を
捧
げ
て
職
務
に
あ
た
り
、
二

人
は
御
前
に
侍
り
、
こ
れ
ら
を
御
史
中
丞
が
統
率
す
る
。
侍
御
史

以
外
の
三
十
人
は
御
史
府
に
留
ま
り
、
政
府
に
関
す
る
事
務
を
行

う
」
と
あ
る
。

　
　

�　

原
文
に
あ
る
「
擧
劾
」
に
つ
い
て
、
巻
三
〇
・
芸
文
志
に
「
吏

民
が
上
書
し
て
、
字
が
正
し
く
な
い
と
挙
劾
さ
れ
る
」
と
あ
る

（『
説
文
解
字
』
序
に
も
同
例
が
あ
る
）。「
挙
」
は
、
百
官
表
・
丞

相
・
司
直
の
項
に
「
丞
相
を
佐
け
て
不
法
な
る
者
を
挙
げ
る
こ
と

を
掌
る
」
と
あ
り
、
居
延
漢
簡
に
も
「
拘
檄
出
入
不
応
法
者
挙
白

（E.�P.�T
51

：649

）」
と
い
う
例
が
あ
り
、「
不
備
等
を
指
摘
す
る
」

の
意
で
あ
る
。「
劾
」
は
、巻
七
・
昭
帝
紀
に
「
太
常
及
び
廟
の
令
・

丞
・
郎
吏
は
皆
な
大
不
敬
に
劾
さ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
官
憲

に
よ
る
告
発
」
の
意
で
あ
る
［
宮
宅
潔　

二
〇
一
一
］・［
籾
山
明

二
〇
〇
六
］。「
按
章
」
に
つ
い
て
、巻
九
九
下
・
王
莽
伝
下
に
「
大

司
馬
士
が
豫
州
を
按
章
し
た
時
に
、賊
に
獲
え
ら
れ
た
」
と
あ
り
、

顔
師
古
は
「
章
を
上
り
相
い
告
げ
る
者
有
ら
ば
、
就
き
て
こ
れ
を

按
治
す
」と
注
し
て
お
り
、「
ど
の
罪
に
あ
た
る
の
か
と
り
調
べ
る
」

の
意
味
で
あ
る
。

（
8
）�考
証　

巻
一
〇
・
成
帝
紀
・
綏
和
元
年
（
前
八
）
四
月
の
条
に
「
大

司
馬
票
騎
将
軍
王
根
を
大
司
馬
と
し
て
将
軍
の
官
を
罷
め
た
。
御

史
大
夫
を
大
司
空
と
し
、
封
建
し
て
列
侯
と
し
た
。
大
司
馬
・
大

司
空
の
奉
を
増
し
て
丞
相
と
同
等
と
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
如
淳

の
注
に
「
律
に
、
丞
相
・
大
司
馬
大
将
軍
の
奉
銭
は
月
ご
と
に

六
万
、
御
史
大
夫
の
奉
は
月
ご
と
に
四
万
」
と
あ
る
。

（
9
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
、大
司
空
の
「
長
史
一
人
、

千
石
」
と
あ
る
。

（
10
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
、「
光
武
帝
が
即
位
す
る

と
大
司
空
を
置
い
て
、後
に
（
建
武
二
七
年
）
大
の
字
を
取
っ
た
」

と
あ
る
。

（
11)�

注　

服
虔
が
い
う
。
事
を
指
揮
し
て
行
い
私
に
阿お
も
ねる

こ
と
が
な

い
。

　
　�

　
顔
師
古
が
い
う
。
衣
の
刺
繍
が
あ
る
の
は
こ
れ
を
尊
寵
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

陳
直
は
「
侍
御
史
に
繍
衣
直
指
が
あ
る
の
は
巻
四
五
・
江

充
伝
に
見
え
る
。
ま
た
繍
衣
御
史
と
称
さ
れ
た
の
は
巻
六
六
・
王

訢
伝
に
見
え
る
。
王
莽
の
時
、
繍
衣
直
指
を
繍
衣
執
法
と
改
め
た

こ
と
が
『
後
漢
書
』
巻
二
六
・
伏
湛
列
伝
に
見
え
る
。
ま
た
『
十
六

金
符
斎
印
存
』、『
吉
金
斎
古
銅
印
譜
』
に
は
繍
衣
執
法
印
や
繍
衣

執
法
大
夫
印
が
あ
る
。お
そ
ら
く
は
王
莽
の
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
る
［
陳
直　

一
九
八
一
］。

（
12
）�考
証　
「
姦
猾
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
巻
一
一
二
・
主
父
偃
列
伝
に
、

主
父
偃
が
武
帝
に
対
し
て
「
い
ま
や
茂
陵
（
武
帝
の
寿
陵
）
が
完

成
い
た
し
ま
し
た
。
天
下
の
豪
傑
・
富
豪
お
よ
び
衆
民
を
混
乱
さ

せ
る
徒
輩
は
み
な
茂
陵
の
地
に
移
住
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
内
は
京

師
を
充
実
し
、
外
は
姦
猾
の
徒
輩
を
の
ぞ
く
こ
と
に
な
り
、
い
わ

ゆ
る
、
誅
罰
を
加
え
ず
に
害
が
の
ぞ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り



一
六

ま
す
」
と
上
奏
し
て
い
る
例
が
あ
り
、「
わ
る
が
し
こ
い
者
」
の

意
で
あ
る
。

（
13
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
巻
六
・
武
帝
紀
に
「
天
漢
二
年
（
前

九
九
）、
直
指
使
者
暴
勝
之
等
を
遣
わ
す
。
繍
衣
を
着
て
、
斧
を

立
て
て
持
ち
、部
署
を
分
け
て
群
盗
を
追
補
さ
せ
た
」
と
あ
る
（
以

上
、『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

繍
衣
直
指
使
者
が
所
持
す
る
斧
（
＝
斧
鉞
）
は
、専
殺
権
、

つ
ま
り
自
己
の
判
断
で
死
刑
を
執
行
で
き
る
権
限
を
象
徴
し
て
い

る
［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｃ
］。

五
、
太
傅
・
太
師
・
太
保

原
文

　
太
傅
、古
官（
1
）。
高
后
元
年
初
置（
2
）。
金
印
紫
綬
。
後
省
。
八
年
、

復
置
（
3
）、後
省
。
哀
帝
元
壽
二
年
、復
置
（
4
）。
位
在
三
公
上
（
5
）。

　
太
師
・
太
保
、
皆
古
官
（
6
）。
平
帝
元
始
元
年
、
皆
初
置
（
7
）。

金
印
紫
綬
。
太
師
位
在
太
傅
上
（
8
）、
太
保
次
太
傅
（
9
）。

訓
読

　

太
傅
は
、
古
官
な
り
（
1
）。
高
后
元
年
、
初
め
て
置
く
（
2
）。
金

印
紫
綬
。
後
省
く
。
八
年
、復
た
置
き（
3
）、後
省
く
。
哀
帝
元
寿
二
年
、

復
た
置
く
（
4
）。
位
は
三
公
の
上
に
在
り
（
5
）。

　

太
師
・
太
保
は
、
皆
な
古
官
な
り
（
6
）。
平
帝
元
始
元
年
、
皆
な

初
め
て
置
く
（
7
）。
金
印
紫
綬
。
太
師
の
位
は
太
傅
の
上
に
在
り

（
8
）、
太
保
は
太
傅
に
次
ぐ
（
9
）。

現
代
語
訳

　

太
傅
は
、
上
古
の
官
で
あ
る
（
1
）。
高
后
元
年
（
前
一
八
七
）、
漢

で
は
初
め
て
置
い
た（
2
）。金
印
紫
綬
。そ
の
後
省
い
た
。高
后
八
年（
前

一
八
〇
）、
ふ
た
た
び
置
い
た
が
（
3
）、
そ
の
後
省
い
た
。
哀
帝
元
寿

二
年
（
前
一
）、
ふ
た
た
び
置
い
た
（
4
）。
そ
の
位
は
三
公
の
上
に
在

っ
た
（
5
）。

　

太
師
・
太
保
は
、
い
ず
れ
も
上
古
の
官
で
あ
る
（
6
）。
平
帝
元
始

元
年
（
一
）、
い
ず
れ
も
漢
で
は
初
め
て
置
い
た
（
7
）。
金
印
紫
綬
。

太
師
の
位
は
太
傅
の
上
に
在
り
（
8
）、
太
保
の
位
は
太
傅
に
次
い
だ

（
9
）。

注
釈

（
1
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。『
大
戴
礼
記
』
保
傅
に
は
「
傅
と
は
、

天
子
に
徳
義
を
傅い
た

す
こ
と
」
と
あ
る
。
応
劭
『
漢
官
儀
』
に
引
か

れ
た
賈
生
の
言
に
は
「
古
は
周
公
が
こ
の
職
に
つ
い
た
」
と
あ
る
。

百
官
志
一
に
は
「
善
道
に
よ
っ
て
天
子
を
導
く
こ
と
を
掌
る
。
一

定
の
職
務
は
な
い
」
と
あ
る
。

　
　

� �
考
証　
「
傅
」
の
原
義
は
、『
説
文
解
字
』
八
上
に
「
相た
す

く
る
な
り
」

と
あ
り
、
輔
相
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
「
傅
」
が
「
太
傅
」
の

お
こ
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
周
代
に
お
い
て
は
太
師
・
太
傅
・
太



一
七

保
が
三
公
だ
っ
た
と
の
説
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
［
百
官
表
訳
注

　

二
〇
一
一
］
注
（
1
）（
27
）（
29
）（
30
）
参
照
。

（
2
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
王
陵
の
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
漢
書

辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

巻
四
〇
・
王
陵
伝
に
よ
る
と
、
恵
帝
が
死
ん
だ
時
、
高
后

は
呂
氏
一
族
を
王
と
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
右
丞
相
の
職
に
あ
っ

た
王
陵
は
、
か
つ
て
高
祖
と
諸
将
と
が
「
劉
氏
に
非
ず
し
て
王
た

る
者
は
天
下
共
に
之
を
撃
て
」
と
い
う
盟
を
行
っ
た
こ
と
を
引
き

合
い
に
出
し
、「
今
、
呂
氏
を
王
と
す
る
の
は
約
で
は
な
い
」
と

反
対
し
た
。
そ
の
た
め
王
陵
は
高
后
か
ら
疎
ま
れ
、
後
に
「
陵
を

廃
さ
ん
と
し
て
騙
し
て
陵
を
帝
の
太
傅
と
し
た
」
の
で
あ
る
。

（
3
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
審
食
其
の
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
漢

書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

百
官
表
下
、
高
后
八
年
（
前
一
八
一
）
の
項
に
「
七
月
辛

巳
（
二
四
日
）、左
丞
相
の
審
食
其
を
太
傅
と
し
た
」
と
あ
る
。『
史

記
』
巻
九
・
呂
太
后
本
紀
に
よ
る
と
「
高
后
の
葬
儀
が
終
わ
る
と
、

左
丞
相
の
審
食
其
を
少
帝
の
太
傅
と
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
す
ぐ

後
に
「
左
丞
相
の
審
食
其
を
免
職
し
た
」
と
あ
る
事
か
ら
す
る
と
、

こ
の
時
審
食
其
は
左
丞
相
の
ま
ま
太
傅
を
兼
任
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

（
4
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。孔
光
と
王
莽
の
こ
と
で
あ
る（
以
上
、『
漢

書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

百
官
表
下
、
哀
帝
元
寿
二
年
（
前
一
）
の
項
に
「
五
月
甲

子
（
二
日
）、
丞
相
（
孔
）
光
、
大
司
徒
と
な
り
、
九
月
辛
酉
（
一

日
）
太
傅
と
な
る
」
と
あ
る
。

　
　

�　

ま
た
、同
、平
帝
元
始
元
年
（
一
）
の
項
に
「
二
月
丙
辰
（
二
八

日
）、
太
傅
孔
光
、
太
師
と
な
り
、
大
司
馬
王
莽
、
太
傅
と
な
る
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、孔
光
が
太
傅
に
あ
っ
た
の
は
、元
寿
二
年
（
前

一
）
九
月
辛
酉
（
一
日
）
か
ら
元
始
元
年
（
一
）
二
月
丙
辰
（
二
八

日
）
ま
で
の
六
ヶ
月
（
一
七
六
日
）
間
で
あ
っ
た
。

（
5
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
三
公
と
は
丞
相
・
太
尉
・
御
史
大
夫
の

こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　�

　
周
寿
昌
が
い
う
。
百
官
表
上
に
は
、（
太
傅
に
は
）
官
属
が
置

か
れ
た
と
言
っ
て
い
な
い
が
、
巻
八
一
・
孔
光
伝
に
「
孔
光
を
平

帝
の
太
傅
と
し
た
。
老
齢
に
よ
り
私
邸
に
帰
宅
さ
せ
た
が
、
属
官

が
お
か
れ
て
職
務
を
行
う
こ
と
は
以
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
」
と
あ

る
の
は
官
属
を
置
い
た
証
で
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
注
校
補
』
巻

一
一
）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
、
後
漢
で
は
「
太
傅
は
一
人
。

皇
帝
が
即
位
す
る
ご
と
に
設
置
し
、
在
任
中
に
死
去
す
れ
ば
そ
の

ま
ま
後
任
を
任
命
し
な
い
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

銭
大
昭
は
丞
相
・
太
尉
・
御
史
大
夫
を
三
公
と
し
て
ま

と
め
て
い
る
が
、
こ
の
三
つ
の
官
が
並
置
さ
れ
た
の
は
、
武
帝
建

元
二
年
（
前
一
三
九
）
十
月
ま
で
で
し
か
な
く
、
ま
た
武
帝
期
に

こ
の
三
つ
の
官
が
三
公
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
伊
藤
徳
男
も
、成
帝
の
綏
和
以
前
に
み
え
る「
三
公
」は
丞
相
、



一
八

御
史
大
夫
の
「
天
子
を
補
翼
す
る
立
場
」
を
指
し
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
昭
帝
か
ら
綏
和
以
前
に
大
司
馬
将
軍
領
尚
書
事
を
三

公
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
［
伊
藤
徳
男　

一
九
五
四
］。

哀
帝
元
寿
二
年
（
前
一
）
に
置
か
れ
た
、
大
司
馬
・
大
司
徒
・
大

司
空
は
明
ら
か
に
三
公
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
詳
し
く
は
［
百
官

表
訳
注　

二
〇
一
一
］
注
（
30
）
を
参
照
。

　
　

�　

ま
た
、
周
寿
昌
は
巻
八
一
・
孔
光
伝
の
例
を
太
傅
の
属
官
の
例

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
太
師
の
属
官
の
例
で
あ
る
。
孔
光
は
元

始
元
年
（
一
）
に
太
師
と
な
り
、
元
始
五
年
（
五
）
に
亡
く
な
る

ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
孔
光
が
官
を
辞
し
た
時
の
職
は
太
師
で

あ
っ
た
。

（
6
）�補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
晋
の
文
公
の
時
、
賈
佗
が
太
師
と
な
っ

た
。
楚
の
穆
王
は
、
潘
崇
に
命
じ
て
太
師
と
し
た
。『
呂
氏
春
秋
』

直
諌
論
に
は
「
楚
文
王
の
葆
の
申
」
と
い
う
名
が
み
え
、
そ
の
高

誘
注
に
は
「
葆
と
は
、
太
保
の
官
な
り
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢

書
疏
証
』
巻
四
）。

（
7
）�考
証　

平
帝
元
始
元
年
（
一
）
に
初
め
て
お
か
れ
た
太
師
は
孔
光
、

太
保
は
王
舜
で
あ
る
。

（
8
）�補
注　

王
先
謙
が
言
う
。
太
師
孔
光
は
、
巻
八
一
・
孔
光
伝
に
見

え
る
。
太
傅
王
舜
は
、
巻
一
二
・
平
帝
紀
に
見
え
る
。
孔
光
は
太

傅
か
ら
太
師
に
昇
進
し
て
お
り
、
太
師
の
方
が
位
は
上
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

王
先
謙
は
誤
っ
て
い
る
。
王
舜
は
太
保
で
あ
り
太
傅
で
は

な
い
。
百
官
表
下
、
元
始
元
年
（
一
）
の
項
に
「
太
傅
孔
光
、
太

師
と
な
り
、
大
司
馬
王
莽
、
太
傅
と
な
り
、
大
司
馬
車
騎
将
軍
王

舜
、
太
保
車
騎
将
軍
と
な
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
巻
一
二
・
平
帝

紀
・
張
晏
注
に
も
太
保
王
舜
が
み
え
る
。

（
9
）�補
注　

王
先
謙
が
言
う
。
百
官
志
に
、
後
漢
に
太
師
・
太
保
の
記

述
は
無
い
。

六
、
前
後
左
右
将
軍

原
文

　

前
後
左
右
將
軍
（
1
）、皆
周
末
官
。
秦
因
之
（
2
）。
位
上
卿
（
3
）、

金
印
紫
綬
。
漢
不
常
置
。
或
有
前
後
、或
有
左
右
。
皆
掌
兵
及
四
夷（
4
）。

有
長
史
、
秩
千
石
（
5
）。

訓
読

　

前
・
後
・
左
・
右
将
軍
は
（
1
）、
皆
な
周
末
の
官
な
り
。
秦
、
之

に
因
る
（
2
）。
位
は
上
卿
（
3
）、金
印
紫
綬
。
漢
は
常
に
は
置
か
ず
。

或
い
は
前
・
後
有
り
、
或
い
は
左
・
右
有
り
。
皆
な
兵
及
び
四
夷
を
掌

る
（
4
）。
長
史
有
り
、
秩
は
、
千
石
（
5
）。

現
代
語
訳

　

前
将
軍
・
後
将
軍
・
左
将
軍
・
右
将
軍
は
（
1
）、
い
ず
れ
も
東
周

末
期
以
来
の
官
で
あ
る
（
2
）。
秦
は
こ
れ
に
因
っ
た
。
位
は
上
卿



一
九

（
3
）、
金
印
紫
綬
。
漢
で
は
常
置
の
官
で
は
な
か
っ
た
。
前
将
軍
・
後

将
軍
が
あ
っ
た
り
、
左
将
軍
・
右
将
軍
が
あ
っ
た
り
し
た
。
い
ず
れ
も

軍
事
及
び
四
方
の
夷
狄
を
掌
っ
た
（
4
）。

　

属
官
に
は
長
史
が
あ
る
。
官
秩
は
千
石
（
5
）。

注
釈

（
1
）�考
証　

百
官
表
上
の
本
文
に
は
「
前
将
軍
・
後
将
軍
・
左
将
軍
・

右
将
軍
」
の
み
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
漢
代
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

将
軍
が
存
し
て
い
た�

［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｃ
］。
百
官
志
一
に

引
く
蔡
質
『
漢
儀
』
に
は
「
漢
が
興
っ
て
、
大
将
軍
・
驃
騎
将
軍

を
置
い
た
。
位
は
丞
相
に
次
い
だ
。
車
騎
将
軍
・
衛
将
軍
・
左
将
軍
・

右
将
軍
・
前
将
軍
・
後
将
軍
は
、
い
ず
れ
も
金
印
紫
綬
。
位
は
上

卿
に
次
い
だ
。
京
師
の
兵
衛
や
四
夷
の
屯
警
を
典
っ
た
」と
あ
る
。

　
　

�　

将
軍
の
置
か
れ
方
は
、
景
帝
以
前
・
武
帝
時
代
・
昭
帝
以
後

の
三
期
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
［
大
庭
脩

一
九
八
二
ｃ
］。
大
将
軍
・
驃
騎
将
軍
・
車
騎
将
軍
・
衛
将
軍
や

左
将
軍
・
右
将
軍
・
前
将
軍
・
後
将
軍
以
外
の
将
軍
号
と
し
て
、

景
帝
以
前
に
は
、
上
将
軍
・
遊
撃
将
軍
・
楼
船
将
軍
・
軽
車
将
軍
・

材
官
将
軍
・
騎
将
軍
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
武
帝
期
に
は
驍
騎

将
軍
な
ど
の
美
称
を
つ
け
た
将
軍
号
や
彊
弩
将
軍
・
伏
波
将
軍
・

横
海
将
軍
・
虎
牙
将
軍
・
奮
威
将
軍
な
ど
の
武
威
を
表
す
将
軍

号
、
軍
の
目
的
地
を
表
す
美
称
と
し
て
の
浮
沮
将
軍
・
匈
河
将
軍
・

因
杅
将
軍
・
弐
師
将
軍
が
み
ら
れ
る
。
昭
帝
以
後
に
も
目
的
地

を
示
す
度
遼
将
軍
・
祁
連
将
軍
・
蒲
類
将
軍
や
武
威
を
示
す
伐

胡
将
軍
・
破
羌
将
軍
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
例
は
武
帝
期

に
比
べ
る
と
少
な
く
な
る�

［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｃ
］・［
施
之
勉

二
〇
〇
三
］。

（
2
）�補
注　

斉
召
南
が
い
う
。
沈
約
の
『
宋
書
』
巻
三
九
・
百
官
志
上

に
「
周
代
の
制
度
で
は
王
は
六
軍
を
設
け
て
い
た
。
晋
の
献
公
は

二
軍
を
創
設
し
公
が
上
軍
を
将ひ
き

い
た
。
将
軍
の
名
称
は
こ
こ
か
ら

始
ま
っ
た
」
と
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
八
年
に
「
将
軍

が
御
馳
走
し
て
下
さ
る
の
に
腹
が
満
た
ぬ
は
ず
は
な
い
」と
あ
り
、

そ
の
孔
穎
達
の
疏
に
「
晋
で
は
卿
を
軍
将
と
し
、
こ
れ
を
中
軍
を

将
い
る
と
か
上
軍
を
将
い
る
と
か
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

魏
子
が
中
軍
を
将
い
て
い
た
の
で
「
将
軍
」（
軍
を
将
い
る
）
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、こ
の
時
代
に
は
ま
だ
官
名
で
は
な
い
。

戦
国
時
代
に
な
っ
て
か
ら
将
軍
を
官
名
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
お
そ
ら
く
晋
の
軍
将
に
起
源
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
あ
る
。
孔

穎
達
の
説
は
甚
だ
当
を
得
て
い
る
。『
史
記
』
巻
二
八
・
封
禅
書

で
は
、
周
の
宣
王
の
時
に
右
将
軍
杜
伯
が
い
た
と
す
る
が
こ
れ
を

論
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。『
孟
子
』
告
子
下
に
「
魯
国
で
は
慎
子
を
将

軍
に
任
命
し
よ
う
と
し
た
」
と
あ
り
、『
史
記
』
巻
四
二
・
趙
世

家
に
「
李
牧
を
将
軍
と
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
東

周
末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
秦
の
始
皇
帝
は
王
翦
を
将
軍
と

し
て
楚
を
伐
た
せ
た
。



二
〇

　
　

� �

考
証　

先
秦
の
将
軍
に
つ
い
て
は
、
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
二
四

に
引
証
さ
れ
て
お
り
、
戦
国
時
代
に
は
七
国
い
ず
れ
に
も
存
在
し

て
い
た
［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ａ
］�

。
前
漢
代
に
前
後
左
右
将
軍

が
そ
ろ
っ
て
見
え
る
の
は
、
元
朔
六
年
（
前
一
二
三
）、
大
将
軍

衛
青
が
そ
れ
ら
の
将
軍
を
率
い
て
匈
奴
遠
征
に
撃
っ
て
出
た
時
の

こ
と
で
あ
る
（
巻
五
五
・
衛
青
伝
）。

（
3
）�考
証　
「
二
年
律
令
」
秩
律
に
は
「
衛
将
軍
」
の
秩
二
千
石
と
あ
る
。

（
4
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
一
に
「
三
公
と
同
等
の
も
の
は

四
つ
あ
る
。
第
一
に
大
将
軍
で
あ
り
、つ
い
で
驃
騎
将
軍
で
あ
り
、

つ
い
で
車
騎
将
軍
で
あ
り
、つ
い
で
衛
将
軍
で
あ
る
。ま
た
前
・
後
・

左
・
右
将
軍
が
あ
る
」
と
。
後
漢
の
「
前
・
後
・
左
・
右
将
軍
は

い
ず
れ
も
征
伐
を
任
務
と
し
て
お
り
、
任
務
が
終
了
す
れ
ば
、
い

ず
れ
も
職
を
解
か
れ
た
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

漢
代
の
将
軍
は
、
兵
権
だ
け
で
は
な
く
行
政
権
も
つ
か
さ

ど
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
武
帝
の
死
後
、
霍

光
が
大
司
馬
大
将
軍
領
尚
書
事
と
な
っ
て
兵
権
と
行
政
上
の
機
密

文
書
を
取
り
扱
う
権
限
を
あ
わ
せ
持
っ
て
独
裁
を
行
っ
た
。
そ
の

後
は
外
戚
が
こ
の
形
態
を
継
承
し
て
専
権
を
振
い
、
王
莽
に
至
る

［
労
榦　

一
九
四
八
］・［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｃ
］・［
西
嶋
定
生

　

一
九
八
三
］。

（
5
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
長
史
の
例
は
、
衛
青
伝
・
楊
敞
伝
・
丙

吉
伝
・
趙
充
国
伝
・
田
延
年
伝
・
陳
咸
伝
・
谷
永
伝
・
匈
奴
伝
・

西
域
伝
に
見
え
る
。百
官
志
一
に
後
漢
は「
長
史
は
一
人
」と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
「
二
年
律
令
」秩
律
に
は「
衛
将
軍
長
史
」の
秩
八
百
石
、「
衛

将
軍
候
」
の
秩
六
百
石
と
あ
る
。
ま
た
、
陳
直
は
将
軍
の
属
官
と

し
て
以
下
の
も
の
を
列
挙
す
る
が
、「
決
し
て
全
て
の
将
軍
に
こ

れ
ら
の
属
官
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
将
軍
の
名
称
に
よ
り
異
な
っ

て
お
り
、多
く
が
設
け
ら
れ
て
も
す
ぐ
に
廃
さ
れ
た
」
と
す
る
［
陳

直　

一
九
七
九
］。

　
　

�　

票
姚
校
尉
（
霍
去
病
伝
）、
校
尉
（
王
尊
伝
）、
執
馬
校
尉
・
駆

馬
校
尉
（
李
広
利
伝
）、
車
騎
都
尉
（
宣
帝
紀
）、
彊
弩
都
尉
（
武

帝
紀
）、
強
弩
司
馬
（
漢
印
）、
騎
都
尉
（
李
陵
伝
）、
軍
司
馬
（
楊

敞
伝
）、
仮
司
馬
（
趙
充
国
伝
）、
鷹
撃
司
馬
（
霍
去
病
伝
）、
軍

司
空
令
（
馮
奉
世
伝
）、
軍
司
空
（
杜
延
年
伝
、
如
淳
注
、
律
営

軍
司
空
、
軍
中
司
空
各
二
人
）、
軍
武
庫
令
（
杜
欽
伝
）、
軍
正
（
楊

僕
伝
）、軍
正
丞
（
胡
建
伝
）、軍
候
丞
（
陳
湯
伝
）、軍
監
（
匈
奴
伝
）、

軍
市
令
（
丙
吉
伝
）。

七
、
奉
常･

太
常

原
文

　
奉
常
、
秦
官
。
掌
宗
廟
禮
儀
（
1
）。
有
丞
（
2
）。
景
帝
中
六
年
、

更
名
太
常
（
3
）。
屬
官
有
太
樂･

太
祝･

太
宰･

太
史･

太
卜･

太
醫
六

令･
丞
（
4
）。
又
均
官･

都
水
兩
長･

丞
（
5
）。
又
諸
廟･

寢･

園･

食

官
令･

長･
丞
（
6
）。
有
廱
太
宰･

太
祝
令･

丞
（
7
）。
五
畤
各
一
尉

（
8
）。
又
愽
士
及
諸
陵
縣
皆
屬
焉
（
9
）。
景
帝
中
六
年
、
更
名
太
祝



二
一

爲
祠
祀
（
10
）。
武
帝
太
初
元
年
、
更
曰
廟
祀
、
初
置
太
卜
（
11
）。
愽

士
、
秦
官
（
12
）。
掌
通
古
今
（
13
）。
秩
比
六
百
石
、
員
多
至
數
十
人
。

武
帝
建
元
五
年
、
初
置
五
經
愽
士
（
14
）、
宣
帝
黄
龍
元
年
、
稍
增
員

十
二
人
（
15
）。
元
帝
永
光
元
年
、
分
諸
陵
邑
屬
三
輔
（
16
）。
王
莽
改

太
常
曰
秩
宗
（
17
）。

訓
読

　

奉
常
は
、秦
官
な
り
。
宗
廟
の
礼
儀
を
掌
る
（
1
）。
丞
有
り
（
2
）。

景
帝
中
六
年
、
更
め
て
太
常
と
名
づ
く
（
3
）。
属
官
に
太
楽
・
太
祝
・

太
宰
・
太
史
・
太
卜
・
太
医
の
六
令
・
丞
有
り
（
4
）。
ま
た
、
均
官
・

都
水
の
両
長
・
丞
あ
り
（
5
）。
ま
た
、諸
の
廟
・
寝
・
園
・
食
官
の
令
・
長
・

丞
あ
り
（
6
）。
ま
た
、
廱
太
宰
・
太
祝
の
令
・
丞
あ
り
（
7
）。
五
畤

に
各
々
一
尉
あ
り
（
8
）。
ま
た
、
博
士
及
び
諸
陵
県
は
、
皆
な
焉こ
れ

に

属
す
（
9
）。
景
帝
中
六
年
、
更
め
て
太
祝
を
名
づ
け
て
祠
祀
と
為
す

（
10
）。
武
帝
太
初
元
年
、
更
め
て
廟
祀
と
曰
い
、
初
め
て
太
卜
を
置
く

（
11
）。
博
士
は
、
秦
官
な
り
（
12
）。
古
今
に
通
ず
る
を
掌
る
（
13
）。

秩
は
比
六
百
石
、
員
多
け
れ
ば
数
十
人
に
至
る
。
武
帝
建
元
五
年
、
初

め
て
五
経
博
士
を
置
き
（
14
）、
宣
帝
黄
竜
元
年
、
稍
や
員
を
十
二
人

に
増
す
（
15
）。
元
帝
永
光
元
年
、
諸
陵
邑
を
分
ち
て
三
輔
に
属
せ
し

む
（
16
）。
王
莽
は
太
常
を
改
め
て
秩
宗
と
曰
う
（
17
）。

現
代
語
訳

　

奉
常
は
秦
官
で
あ
る
。
宗
廟
の
儀
礼
を
つ
か
さ
ど
る
（
1
）。
丞
が

有
る
（
2
）。
景
帝
中
六
年
（
前
一
四
四
）、
太
常
と
改
名
し
た
（
3
）。

　

属
官
に
太
楽
・
太
祝
・
太
宰
・
太
史
・
太
卜
・
太
医
の
六
令
と
六
丞

が
あ
る
（
4
）。
ま
た
、
均
官
・
都
水
の
二
長
と
二
丞
が
あ
る
（
5
）。

ま
た
、
す
べ
て
の
廟
・
寝
・
園
・
食
官
に
令
・
長
と
丞
が
あ
る
（
6
）。

ま
た
、
廱
太
宰
・
廱
太
祝
の
令
と
丞
が
あ
る
（
7
）。
五
畤
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
一
尉
が
あ
る
（
8
）。
ま
た
、
博
士
及
び
す
べ
て
の
陵
県
は
、

い
ず
れ
も
太
常
に
属
す
（
9
）。

　

景
帝
中
六
年
（
前
一
四
四
）、太
祝
を
改
名
し
て
祠
祀
と
し
た
（
10
）。

武
帝
太
初
元
年
（
前
一
〇
四
）、
祠
祀
を
廟
祀
と
改
め
、
初
め
て
太
卜

を
置
い
た
（
11
）。

　

博
士
は
秦
官
で
あ
る
（
12
）。
古
今
に
通
暁
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど

る
（
13
）。
秩
は
比
六
百
石
、そ
の
人
数
は
多
い
時
に
は
数
十
人
に
な
っ

た
。
武
帝
建
元
五
年（
前
一
三
六
）、初
め
て
五
経
博
士
を
置
い
て（
14
）、

宣
帝
黄
竜
元
年
（
前
四
九
）
ま
で
に
徐
々
に
定
数
を
増
や
し
て
十
二
人

と
し
た
（
15
）。

　

元
帝
永
光
元
年
（
前
四
三
）、
す
べ
て
の
陵
邑
を
三
輔
に
分
属
さ
せ

た
（
16
）。

　

王
莽
は
太
常
を
秩
宗
と
改
名
し
た
（
17
）。



二
二

奉
常
（
太
常
）�

丞

�

太
楽　

令
・
丞

�

太
祝　

令
・
丞
（
祠
祀
、
次
い
で
廟
祀
）

�

太
宰　

令
・
丞

�

太
史　

令
・
丞

�
太
卜　

令
・
丞

�
太
医　

令
・
丞

�

均
官　

長
・
丞

�

都
水　

長
・
丞

�

廟　

令
（
長
）・
丞

�

寝　

令
（
長
）・
丞

�

園　

令
（
長
）・
丞

�

食
官　

令
（
長
）・
丞

�

廱
太
宰　

令
・
丞

�

廱
太
祝　

令
・
丞

�

五
畤
の
各
尉

�

博
士

�

（
諸
陵
県
）

（
奉
常
は
統
属
官
が
多
い
の
で
表
を
付
す
）

注
釈

（
1
）�補
注　

斉
召
南
が
い
う
。『
唐
六
典
』
巻
一
四
・
太
常
寺
に
「（
秦

代
は
奉
常
と
い
っ
た
、
宗
廟
の
儀
礼
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。）
漢
の

高
祖
期
に
は
太
常
と
名
づ
け
ら
れ
、
恵
帝
期
は
ふ
た
た
び
奉
常
と

い
っ
た
。
景
帝
期
は
ま
た
太
常
と
い
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

百
官
表
上
の
記
述
と
相
違
す
る
。『
史
記
』
巻
九
九
・
叔
孫
通
列

伝
に
よ
れ
ば
、
高
祖
は
叔
孫
通
を
太
常
に
任
じ
た
。『
漢
官
典
職
』

に
も
「
恵
帝
期
に
は
太
常
を
奉
常
と
改
め
た
」
と
い
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
『
唐
六
典
』
の
説
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
百
官
表
は
そ
の

大
略
を
記
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
に
、後
漢
は
「（
太
常
、卿
）
一
人
。

礼
儀
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
る
。
祭
祀
の
た
び
に
、
事
前
に
そ
の
儀
礼

を
奏
上
し
、
儀
式
を
執
り
行
う
際
に
は
常
に
天
子
を
助
け
る
」
と

あ
る
。

　
　

� �

考
証　

漢
初
の
例
と
し
て
は
、「
二
年
律
令
」
秩
律
に
奉
常
の
秩

二
千
石
と
あ
る
。

　
　

�　

前
漢
時
代
の
太
常
に
は
、
多
く
の
場
合
す
で
に
列
侯
の
爵
位
を

有
す
る
も
の
が
任
命
さ
れ
た
。『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
三
・
設
官
部

に
引
く
『
漢
官
儀
』
に
「
列
侯
を
こ
の
職
に
任
命
す
る
の
は
宗
廟

を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　
　

�　

宗
廟
の
管
轄
の
ほ
か
に
歴
代
皇
帝
の
陵
墓
の
管
理
も
太
常
が
統

括
し
て
い
た
。
詳
し
く
は
以
下
の
太
常
の
属
官
を
参
照
。
こ
う
し

た
皇
帝
の
祖
先
祭
祀
以
外
に
天
神
地
祇
や
五
岳
四
瀆
の
よ
う
な
自

然
神
祭
祀
も
太
常
の
管
轄
で
あ
っ
た
（
巻
二
五
下
・
郊
祀
志
下
）。

そ
う
し
た
祭
祀
儀
礼
に
お
け
る
太
常
の
役
割
に
つ
い
て
は
『
続
漢



二
三

書
』
志
第
四
・
礼
儀
志
上
、
志
第
六
・
礼
儀
志
下
に
見
え
る
。
祭

祀
に
対
す
る
太
常
の
責
任
は
重
大
で
あ
り
、
と
く
に
前
漢
時
代
に

は
、
太
常
が
職
務
失
敗
を
理
由
に
列
侯
の
爵
位
を
剥
奪
さ
れ
た

事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
（
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
、
巻

一
七
・
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
、
巻
一
九
下
・
百
官
表
下
な
ど
）。

　
　

�　

ま
た
、
後
漢
の
例
で
は
あ
る
が
「
世
の
中
で
つ
ま
ら
な
い
の
は

太
常
の
妻
だ
よ
ね
。
一
年
三
百
六
十
日
、
う
ち
の
は
三
百
五
十
九

日
潔
斎
し
、
残
り
一
日
、
潔
斎
し
な
か
っ
た
ら
泥
の
よ
う
に
酔
っ

払
ら
い
、
事
に
及
ぶ
も
役
立
た
ず
」（『
初
学
記
』
巻
一
二
に
引
く

『
漢
官
儀
』）
と
い
っ
た
謡
も
残
さ
れ
て
い
る
。

�

（
2
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
太
常
丞
の
例
は
、
終
軍
伝
・
韋
玄
成
伝
・

谷
永
伝
に
見
え
る
。百
官
志
二
に
、後
漢
は「
丞
は
一
人
。比
千
石
。

礼
の
執
行
と
祭
祀
の
小
事
を
つ
か
さ
ど
り
、
曹
（
部
局
）
の
事

を
総
轄
す
る
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

百
官
志
二
の
注
に
引
く
『
漢
旧
儀
』
に
「
丞
は
廟
中
の
非

法
者
を
挙
げ
る
」
と
あ
る
。
巻
七
三
・
韋
玄
成
伝
に
「
韋
玄
成
の

兄
の
韋
弘
が
太
常
丞
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
職
は
宗
廟
に
奉
仕
し

諸
陵
邑
を
管
轄
す
る
こ
と
で
、
非
常
に
繁
忙
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と

も
多
か
っ
た
」
と
あ
る
。

（
3)�

注　

応
劭
が
い
う
。
常
は
典
の
意
で
あ
る
。
天
地
人
を
祭
祀
す

る
三
礼
を
掌つ
か
さ
ど典

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　�

　
顔
師
古
が
い
う
。
太
常
と
は
王
者
の
旌
旗
の
意
で
あ
る
。
日
月

を
描
き
、
王
に
大
事
が
有
れ
ば
こ
の
旗
を
立
て
て
行
幸
す
る
。
礼

官
は
こ
れ
を
奉
持
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
っ
た
の
で
奉
常
と
言
う

の
で
あ
る
。
後
に
太
常
と
改
名
し
た
の
は
、
大
な
る
も
の
を
尊
ぶ

と
い
う
意
味
（
尊
大
之
儀
）
で
あ
る
。

　
　

�

補
注　

劉
攽
が
い
う
。
太
常
に
つ
い
て
の
顔
師
古
の
説
は
す
べ
て

誤
っ
て
い
る
。『
国
語
』
晋
語
に
は
「
執
秩
」
の
官
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
礼
を
主
る
者
で
あ
り
、
そ
の
「
秩
」
も
や
は
り
「
常
」
の

意
で
あ
る
。だ
と
す
る
と
昔
は「
常
」と
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

王
が
太
常
（
の
旗
）
を
立
て
た
の
は
本
来
周
の
礼
で
あ
り
、
秦
が

ど
う
し
て
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
礼
官
が
一
旗

だ
け
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
う
の
も
理
に
合
わ
な
い
（
以
上
、『
官

本
攷
証
』）。

　
　�

　
周
寿
昌
が
い
う
。「
漢
無
極
山
碑
」
に
「
大
尚
は
文
書
を
受
け

取
れ
ば
し
か
る
べ
く
処
理
せ
よ
」（『
隷
釈
』
三
）
と
い
う
。「
大
尚
」

と
は
太
常
の
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
官
本
で
は
、師
古
注
の
「
尊
大
之
儀
」
を
「
尊

大
之
義
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
正
し
い
。

　
　

� �

考
証　

顔
師
古
の
言
う
「
太
常
＝
日
月
を
描
く
天
子
の
旗
」
説
は

『
周
礼
』
春
官
・
司
常
に
基
づ
く
。
一
方
、
恵
棟
『
後
漢
志
補
註
』

は
、
応
劭
の
説
を
も
と
に
「
常
＝
典
＝
つ
か
さ
ど
る
」
と
解
釈
す

る
。
こ
れ
は
「
太
常
」
の
解
説
と
し
て
は
明
快
だ
が
、
そ
れ
で

は
「
奉
常
」
は
何
を
奉
ず
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
劉
攽
の
よ
う

に
「
典
＝
常
＝
礼
典
」
と
解
釈
す
る
方
が
「
奉
常
」
の
原
義
の
解

釈
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
劉
攽
が
引
く
例
は
『
国
語
』
周



二
四

語
に
見
え
、こ
れ
は
官
名
で
は
な
く
常
法
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

晋
語
韋
昭
注
に
も
「
法
と
は
、
執
秩
の
法
」
と
あ
る
。
劉
攽
が
言

う
『
国
語
』
晋
語
と
は
こ
の
例
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　

�　

景
帝
中
六
年
の
「
奉
常
」
か
ら
「
太
常
」
へ
の
名
称
変
更
は
、

同
時
に
行
わ
れ
た
他
の
中
央
官
の
改
名
と
同
じ
く
、
漢
王
朝
と
諸

侯
王
国
の
官
の
差
異
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
処
置
と
考
え
ら
れ
る

［
大
庭
脩
一
九
八
二
ａ
］。　

（
4
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
太
楽
の
例
は
、
律
暦
志
・
礼
楽
志
に
見

え
る
。
太
楽
令
の
例
は
、
百
官
表
下
（
元
鼎
五
年
）
や
功
臣
表
・

陽
平
侯
杜
相
の
項
に
見
え
る
。
百
官
志
二
に
、
後
漢
は
「
大
予
楽

令
一
人
（
太
楽
令
の
こ
と
で
あ
る
。
明
帝
紀
、永
平
三
年
（
六
〇
）

に
「
大
楽
を
大
予
楽
と
改
め
た
」
と
あ
る
）、伎
楽
を
つ
か
さ
ど
っ

た
。
国
の
祭
祀
に
は
奏
楽
の
要
請
を
つ
か
さ
ど
り
、
大
饗
宴
に
楽

を
用
い
る
際
に
は
そ
の
配
置
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
一
人
」
と
あ

る
。

　
　

�　

太
祝
の
例
は
、
霍
光
伝
に
見
え
る
。
百
官
志
二
に
「
太
祝
令
、

一
人
。
六
百
石
。
国
の
祭
祀
に
は
祝
詞
を
読
み
、
神
を
送
迎
す
る

こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
一
人
。
小
神
へ
の
祝
詞
を
つ
か
さ
ど

る
」
と
。
沈
欽
韓
は
、「『
太
平
御
覧
』
巻
二
二
九
に
引
く
『
東
観

漢
記
』
に
「
陰
猛
は
学
問
を
好
み
穏
和
な
人
柄
で
あ
っ
た
。
賢
良

科
に
察
挙
さ
れ
て
昇
進
し
て
太
祝
令
と
な
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
両
漢
に
「
雑
流
官
」
は
無
く
、
い
ず
れ
も
孝
廉
・
秀
才
の
出

身
者
か
ら
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
」（『
漢
書
疏
証
』
巻
四
）

と
い
う
。

　
　

�　

太
宰
令
は
、
百
官
志
二
に
「
一
人
。
六
百
石
。
調
理
人
・
犠
牲

を
盛
る
鼎
俎
・
供
物
を
つ
か
さ
ど
る
。
国
の
祭
祀
に
は
供
物
の
配

置
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
一
人
」
と
あ
る
。

　
　

�　

太
史
令
の
例
は
、
律
暦
志
・
芸
文
志
・
外
戚
伝
・
王
莽
伝
に
見

え
る
。
太
史
丞
の
例
は
、
律
暦
志
に
見
え
る
。
百
官
志
二
に
「
太

史
令
は
一
人
。
六
百
石
。
天
文
・
暦
法
を
つ
か
さ
ど
る
。
歳
末
に

は
新
年
の
暦
を
上
奏
す
る
。
国
の
祭
祀
・
葬
礼
・
婚
礼
の
際
に
良

日
や
時
節
の
禁
忌
を
上
奏
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。国
に
瑞
祥
・

災
異
が
有
れ
ば
そ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
一

人
」
と
あ
る
。

　
　

�　

太
卜
の
例
は
、外
戚
伝
下
に
見
え
る
。
太
卜
令
の
例
は
、『
史
記
』

巻
一
二
八
・
亀
策
列
伝
に
見
え
る
。
百
官
志
二
に
「
太
卜
令
が
あ

り
、
秩
六
百
石
だ
っ
た
が
、
後
に
廃
止
さ
れ
て
、
そ
の
職
務
は
太

史
に
統
合
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
も
と
も
と
秦
官
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
『
史
記
』
巻
八
七
・
李
斯
列
伝
に
見
え
る
。

　
　

�　

太
医
令
は
、
秦
官
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、『
史
記
』
巻
一
〇
五
・

扁
鵲
列
伝
に
見
え
る
。
百
官
志
三
で
は
少
府
所
属
の
官
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、『
続
漢
書
』
志
第
六
・
礼
儀
志
下
に
も
見
え
る
。

そ
の
他
の
こ
と
は
以
下
に
詳
し
い
。

　
　

� �
考
証　

○
太
楽　

百
官
志
二
の
注
に
引
く
『
漢
官
』
に
は
太
予
楽

令
の
属
官
と
し
て
「
員
吏
は
二
十
五
人
、
そ
の
二
人
は
百
石
、
一

人
は
斗
食
、
七
人
は
佐
、
十
人
は
学
事
、
四
人
は
守
学
事
。
楽
人



二
五

八
佾
舞
は
三
百
八
十
人
」
を
あ
げ
る
。

　
　

�
○
太
祝　
「
祝
」
と
は
『
説
文
解
字
』
一
上
に
「
祭
祀
す
る
際
に

祝
詞
を
つ
か
さ
ど
る
者
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
の
「
祝
」
が
「
太

祝
」
の
お
こ
り
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
巻
二
八
・
封
禅
書
に
よ
れ
ば
、

秦
の
太
祝
は
上
帝
・
山
川
祭
祀
か
ら
そ
の
他
の
鬼
神
の
祭
祀
ま
で

広
く
奉
祠
し
諸
祠
を
総
監
す
る
官
で
あ
っ
た
。
補
注
で
沈
欽
韓
が

「
両
漢
に
「
雑
流
官
」
は
無
く
、
い
ず
れ
も
孝
廉
・
秀
才
の
出
身

者
か
ら
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
の
は
、
唐
代
以
降

に
は
太
祝
の
よ
う
な
官
に
は
科
挙
な
ど
を
合
格
し
た
士
人
が
就
く

こ
と
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
百
官

志
二
の
注
に
引
く
『
漢
官
』
に
は
、
太
祝
の
属
官
と
し
て
「
員
吏

は
四
十
一
人
、
そ
の
二
人
は
百
石
、
二
人
は
斗
食
、
二
十
二
人
は

佐
、
二
人
は
学
事
、
四
人
は
守
学
事
、
九
人
は
有
秩
。
百
五
十
人

は
祝
人
、宰
は
二
百
四
十
二
人
、屠
者
は
六
十
人
」を
あ
げ
る
。「
二

年
律
令
」
秩
律
に
よ
れ
ば
、
太
祝
は
秩
六
百
石
で
あ
る
。

　
　

�

○
太
宰　
「
宰
」
は
祭
祀
に
お
い
て
犠
牲
を
切
り
分
け
る
こ
と
を

職
務
と
し
た
者
で
あ
り
［
白
川
静　

一
九
八
四
］、
こ
の
「
宰
」

が
「
太
宰
」
の
お
こ
り
で
あ
ろ
う
。
注
（
7
）
廱
太
宰
の
注
に
、

顔
師
古
は
「
太
宰
と
は
食
物
を
供
す
る
官
」
と
す
る
。

　
　

�　

百
官
志
二
の
注
に
引
く
『
漢
官
』
に
、太
宰
の
属
官
と
し
て
「
明

堂
丞
は
一
人
、
二
百
石
。
員
吏
は
四
十
二
人
、
そ
の
二
人
は
百
石
、

二
人
は
斗
食
、
二
十
三
人
は
佐
、
九
人
は
有
秩
、
二
人
は
学
事
、

四
人
は
守
学
事
。
宰
は
二
百
四
十
二
人
、
屠
者
は
七
十
三
人
、
衛

士
は
一
十
五
人
」
を
あ
げ
る
。

　
　

�

○
太
史　
「
史
」
と
は
「
中
（
祝
祷
の
器
で
あ
る　
サ
イ

を
木
に
著
け

た
形
）」
を
手
に
持
ち
、
神
に
捧
げ
て
祭
る
形
式
の
祭
儀
（
史
祭
）

を
い
う
。「
史
」
が
史
官
（
記
録
を
司
る
も
の
）
の
意
と
な
る
の
は
、

も
と
史
祭
に
お
け
る
祝
詞
な
ど
を
保
存
し
、
そ
の
先
例
旧
行
に

よ
っ
て
伝
統
を
保
持
し
記
録
す
る
と
い
う
そ
の
職
掌
を
通
じ
て
、

の
ち
に
は
文
書
・
記
録
そ
の
も
の
を
保
管
す
る
も
の
と
な
っ
た［
白

川
静　

一
九
八
四
］。
こ
の「
史
」が「
太
史
」の
お
こ
り
で
あ
ろ
う
。

　
　

�　

百
官
志
二
に
み
え
る
「
時
節
の
禁
忌
」
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、

居
延
出
土
の
「
元
康
五
年
詔
書
冊
」
に
、
太
史
丞
が
夏
至
の
日
の

禁
忌
を
提
案
し
た
例
が
あ
る�

［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ｂ
］。

　
　

�　

太
史
令
の
属
官
と
し
て
は
、『
玉
海
』
巻
一
二
三
・
漢
制

九
卿
に
「
望
郎
三
十
人
，
掌
故
三
十
人
」
と
あ
る
ほ
か
、
巻

二
一
上
・
律
暦
志
上
に
は
主
暦
使
者
・
大
典
星
も
あ
る�

［
陳
直

一
九
七
九
］�

。
百
官
志
二
の
注
に
引
く
『
漢
官
』
に
、
太
史
の
属

官
と
し
て
「
霊
台
待
詔
は
四
十
一
人
、
そ
の
十
四
人
は
候
星
、
二

人
は
候
日
、
三
人
は
候
風
、
十
二
人
は
候
気
、
三
人
は
候
晷
景
、

七
人
は
候
鍾
律
。
一
人
は
舎
人
」
を
あ
げ
る
。
ま
た
、同
『
漢
官
』

に
「
太
史
待
詔
は
三
十
七
人
、
そ
の
六
人
は
治
暦
、
三
人
は
亀
卜
、

三
人
は
廬
宅
、
四
人
は
日
時
、
三
人
は
易
筮
、
二
人
は
典
禳
、
九

人
は
籍
氏
・
許
氏
・
典
昌
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人
、
嘉
法
・
請
雨
・

解
事
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
医
は
二
人
」
を
あ
げ
る
。

　
　

�

○
太
卜　

百
官
志
二
に
、
太
卜
令
が
「
後
に
廃
止
さ
れ
て
そ
の
職



二
六

務
は
太
史
令
に
統
合
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
太
卜
と
太
史
が
広

い
意
味
で
の
占
術
を
そ
の
職
掌
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
両
者
の
占
い
の
方
法
に
は
相
異
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
巻

九
六
下
・
西
域
伝
下
に
よ
れ
ば
、
武
帝
期
、
対
匈
奴
戦
争
に
際
し

て
「
太
史
は
星
や
気
に
よ
っ
て
、
太
卜
は
亀
甲
や
筮
竹
に
よ
っ
て

占
っ
た
と
こ
ろ
、い
ず
れ
も
吉
と
出
た
」こ
と
が
見
え
て
い
る
。『
史

記
』
巻
一
二
八
・
亀
策
列
伝
に
よ
れ
ば
、
高
祖
期
、
秦
の
太
卜
官

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
。
そ
の
後
、
子
孫
が
官
を
継
承
し
て
い
た

が
、
や
が
て
そ
の
精
微
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
武
帝

期
に
技
能
を
持
っ
た
人
を
朝
廷
に
集
め
、
そ
の
結
果
、
太
卜
の
官

の
人
材
が
充
実
し
た
と
あ
る
。

　
　

�

○
太
医　

太
医
は
少
府
の
属
官
に
も
あ
る
。
百
官
志
に
は
太
常
に

属
す
る
太
医
令
は
無
く
、
少
府
の
属
官
の
太
医
令
の
み
存
在
し
て

い
る
。『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
三
・
設
官
部
に
引
く
『
漢
官
儀
』
に

は「
太
医
令
は
周
官
で
あ
る
。
両
梁
冠
。
秩
千
石
。
丞
は
三
百
石
」

と
あ
る
。
一
方
、『
後
漢
書
』
巻
五
・
安
帝
紀
注
に
引
く
『
漢
官
儀
』

で
は
「
太
医
令
は
一
人
、
秩
六
百
石
」
と
あ
る
。
陳
直
は
、
属
官

と
し
て
、
太
医
監
・
薬
府
・
薬
府
蔵
・
薬
蔵
府
・
薬
長
・
侍
医
・

本
草
待
詔
・
医
待
詔
・
乳
医
・
彭
城
医
長
・
琅
玡
医
長
を
あ
げ
る�

［
陳
直　

一
九
七
九
］�

。

（
5)�

注　

服
虔
が
い
う
。
均
官
は
陵
墓
の
枯
木
を
官
に
運
搬
す
る
こ

と
を
職
務
と
し
た
。

　
　�

　
如
淳
が
い
う
。
律
に
「
都
水
は
用
水
路
・
堤
防
・
水
門
を
管
理

す
る
」
と
あ
る
。『
三
輔
黄
図
』
に
は
「
三
輔
に
は
い
ず
れ
も
都

水
が
有
る
」
と
い
う
。

　
　

�

補
注　

何
焯
が
い
う
。
都
水
は
太
常
に
属
し
て
お
り
、
都み

や
この

内う
ち

の

水
を
管
理
し
て
い
る
。そ
れ
故
に
そ
の
官
を
長
と
言
う
の
で
あ
る
。

陵
墓
の
所
在
地
で
は
排
水
が
急
務
で
あ
る
か
ら
、
太
常
が
専
ら
責

任
を
負
う
の
で
あ
る
（
以
上
、『
義
門
読
書
記
』
巻
一
六
）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。「
都
」
と
は
「
総
べ
る
」
の
意
で
あ
る
。
治

水
の
工
事
を
統
括
す
る
か
ら
都
水
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
都
の
内

の
水
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
　

� �

考
証　

何
焯
の
言
の
「
排
水
が
急
務
で
あ
る
」
と
訳
出
し
た
箇
所

の
原
文
は「
尤
以
流
水
為
急
」で
あ
る
。
陵
墓
に
関
連
す
る「
流
水
」

は
、『
後
漢
書
』
巻
一
下
・
光
武
帝
紀
下
に
、
寿
陵
造
営
に
あ
た
っ

て
「
山
陵
を
造
る
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
傾
斜
を
つ
け
水
を
流
す
だ

け
と
せ
よ
」
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
同
様
の
指
示
は

明
帝
も
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
下
に
墓
室
を
築
く
陵
墓
で
は
排

水
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
も
「
流
水
」
を
「
排
水
」
と
訳
し
た
。

　
　

�　

都
水
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
は
「
帝
陵
の
祭
祀
が
職
務
で
あ
る

か
ら
、
自
ず
か
ら
陵
邑
を
差
配
す
る
必
要
が
生
じ
て
諸
陵
県
が
所

管
に
入
り
、
諸
陵
県
に
人
民
が
い
る
関
係
で
治
水
管
理
の
必
要

上
、
都
水
長
と
い
う
官
が
郡
国
・
三
輔
と
同
様
に
太
常
に
も
設
け

ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
業
務
が
派
生
す
る
」
と
す
る
［
大
庭
脩　

一
九
八
二
ａ
］�
。
百
官
表
に
は
、
太
常
以
外
に
も
大
司
農
・
少
府
・



二
七

水
衡
都
尉
・
三
輔
に
都
水
の
官
が
属
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
　

�　
「
二
年
律
令
」
秩
律
に
は
、
上
級
所
属
は
不
明
な
が
ら
都
水
が

秩
六
百
石
の
官
と
し
て
見
え
て
い
る
。

（
6
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
、
寝
令
の
例
は
、
平
帝
紀
・
韋
賢
伝
に
見

え
る
。
園
令
の
例
は
、
司
馬
相
如
伝
に
見
え
る
。（
園
邑
の
）
長
・

丞
の
例
は
、
外
戚
伝
に
見
え
る
。
食
官
令
の
例
は
、
馮
参
伝
に
見

え
る
。
廟
長
・
丞
の
例
は
、
王
莽
伝
に
見
え
る
。
園
長
・
丞
の
例

は
、
戻
太
子
伝
に
見
え
る
。
百
官
志
二
に
、
後
漢
に
は
「
高
廟
令

は
、
一
人
。
六
百
石
。
高
祖
廟
を
守
り
、
巡
察
し
掃
除
す
る
こ
と

を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
無
し
」
と
あ
る
。
後
漢
で
は
高
祖
廟
に
だ
け

官
を
置
い
た
が
、
前
漢
で
は
他
の
諸
廟
に
い
ず
れ
も
官
が
置
か
れ

て
い
た
。
ま
た
、
百
官
志
二
に
「
先
帝
の
陵
は
、
陵
園
ご
と
に
令

は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
。
六
百
石
。
陵
園
を
守
り
、
巡
察
し
掃
除
す
る

こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
お
よ
び
校
長
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
。
校
長

は
武
器
・
盗
賊
の
事
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、
陵
ご
と

に
「
食
官
令
、そ
れ
ぞ
れ
一
人
。
六
百
石
。
毎
月
の
望
日
や
晦
日
・

時
節
の
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

王
先
謙
の
補
注
で
は
、外
戚
伝
に
見
え
る
と
い
う「
長
・
丞
」

が
ど
の
官
の
長
・
丞
な
の
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
園
令
」
の

後
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
園
長
・
丞
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、

後
文
に
「
園
長
・
丞
の
例
は
戻
太
子
伝
に
見
え
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、別
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。外
戚
伝
に
見
え
る「
長
・

丞
」
を
検
討
す
る
と
、い
ず
れ
も
「
園
邑
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
、こ
こ
で
は
「
園
邑
」
の
「
長
・
丞
」
と
考
え
た
。「
園
邑
」

と
は
、
皇
帝
陵
が
「
園
」
と
「
陵
邑
」
と
が
別
に
設
け
ら
れ
る
の

に
対
し
、小
規
模
で
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
園
邑
」

の
戸
数
が
数
百
戸
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
後
に
（
9
）�

考
証

で
述
べ
る
陵
邑
（
三
千
～
五
万
戸
）
に
比
べ
は
る
か
に
小
さ
い
こ

と
が
分
か
る
。関
連
す
る
遺
物
と
し
て「
衛
園
邑
印
」の
印
が
あ
る
。

　
　

�　

廟
、
寝
、
園
、
食
官
は
い
ず
れ
も
亡
く
な
っ
た
皇
帝
や
皇
族
の

祭
祀
に
関
係
す
る
。
前
漢
で
は
廟
は
皇
帝
ご
と
に
築
か
れ
、
都
城

長
安
内
や
そ
の
周
辺
も
し
く
は
陵
の
近
く
、
さ
ら
に
は
各
郡
国
に

築
か
れ
る
な
ど
多
様
な
形
態
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
前
漢
の
廟

に
つ
い
て
は
、［
焦
南
峰
・
馬
永
嬴　

一
九
九
九
］・［
焦
南
峰
・

馬
永
嬴　

二
〇
〇
〇
］
を
参
照
。
寝
、
園
に
つ
い
て
は
、
巻
六
・

武
帝
紀
の
顔
師
古
注
に
「
園
は
、
陵
上
に
作
る
。
そ
こ
に
は
す
で

に
正
寝
が
あ
っ
て
生
前
の
正
殿
を
象
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
便
殿
を

建
て
る
の
は
、
休
息
し
宴
を
す
る
場
所
と
す
る
た
め
で
あ
る
」
と

あ
る
の
が
参
考
と
な
る
。
つ
ま
り
寝
は
生
前
の
正
殿
を
象
っ
た
殿

舎
で
あ
り
、
園
は
陵
上
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
中
に
寝
、
便
殿
が
建

て
ら
れ
て
い
た
。
園
内
に
は
門
闕
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
紀
や
五

行
志
に
散
見
さ
れ
る
火
災
記
事
か
ら
分
か
る
。
現
在
、
漢
の
皇
帝

陵
の
墳
丘
は
周
囲
を
方
形
の
墻
で
囲
ま
れ
、
東
西
南
北
に
闕
を
備

え
た
門
が
あ
る
。
こ
の
範
囲
を
「
陵
園
」
と
称
す
る
こ
と
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
寝
や
便
殿
と
思
わ
れ
る
建
築
址
は
こ
の
「
陵
園
」

外
で
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
の
「
園
」
は
さ
ら
に
広



二
八

範
囲
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
近
年
の
調
査
で
は
皇
帝
陵
、

皇
后
陵
を
含
め
た
広
大
な
範
囲
を
囲
む
墻
垣
が
発
見
さ
れ
て
い

る
［
焦
南
峰　

二
〇
〇
七
］。
前
漢
皇
帝
陵
の
寝
や
園
に
つ
い
て

は
［
劉
慶
柱
・
李
毓
芳　

一
九
八
七
］
を
参
照
。
廟
や
陵
園
の
寝
・

便
殿
で
は
定
期
的
に
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
巻
七
三
・
韋
玄
成
伝
に

よ
る
と
、
廟
で
は
月
一
回
の
祭
祀
と
他
の
個
別
の
祭
祀
と
を
合
計

し
て
、
毎
年
二
十
五
回
の
祭
祀
が
行
わ
れ
、
寝
で
は
一
日
に
四
回
、

食
が
供
え
ら
れ
、
便
殿
で
は
一
年
に
四
度
、
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と

あ
る
。
食
官
は
こ
う
し
た
祭
祀
に
供
え
ら
れ
る
飲
食
物
を
管
轄
す

る
の
で
あ
る
。
皇
帝
陵
で
挙
行
さ
れ
た
祭
祀
に
関
し
て
は
［
楊
寛

一
九
八
一
］
参
照
。

　
　

�　

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
を
管
理
す
る
奉
常
の
属
官
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
　

�

○
廟
令
・
長
・
丞　
『
封
泥
攷
略
』
巻
一
に
「
孝
文
廟
令
」
の
例

が
あ
る
。
そ
の
属
官
と
し
て
、
廟
郎
（
巻
八
八
・
儒
林
伝
）・
高

廟
の
僕
射
（
巻
九
九
上
・
王
莽
伝
上
）・
衛
士
（
巻
七
三
・
韋
玄

成
伝
）
が
あ
る
。
羅
福
頤
『
漢
印
文
字
徴
』
五
に
み
え
る
「
廟
衣

府
」
に
つ
い
て
、
陳
直
は
、
月
に
一
度
寝
に
置
か
れ
て
い
る
故
人

の
衣
冠
を
陵
廟
に
出
遊
さ
せ
る
衣
冠
出
遊
の
儀
式
と
関
連
す
る
官

と
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。
な
お
、
補
注
で
あ
げ
ら
れ
た
王

莽
伝
に
み
え
る
廟
長
と
は
、
安
漢
公
家
吏
で
あ
り
、
太
常
の
属
官

で
は
な
い
。

　
　

�

○
寝
令
・
丞　
『
封
泥
攷
略
』
巻
一
に
「
孝
恵
寝
丞
」
の
例
が
あ
る
。

類
例
と
し
て
は
「
高
寝
丞
印
」
が
あ
る
［
孫
慰
祖　

一
九
九
三
］。

そ
の
属
官
と
し
て
、高
寝
郎
（
巻
六
六
・
公
孫
賀
伝
）・
寝
中
郎
（
巻

七
九
・
馮
奉
世
伝
）
が
あ
る
。

　
　

�

○
園
令
・
長
・
丞　

司
馬
相
如
が
「
孝
文
園
令
」
に
な
っ
た
こ
と

は
、
巻
一
一
七
・
司
馬
相
如
伝
に
み
え
る
。
巻
六
三
・
武
五
子
伝

に
は
昭
霊
后
・
武
哀
王
・
昭
哀
后
・
孝
文
太
后
・
孝
昭
太
后
・
衛

思
后
・
戻
太
子
・
戻
后
な
ど
の
園
の
例
が
見
え
る
。
陳
直
に
よ

る
と
、『
封
泥
攷
略
』
巻
一
に
は
「
孝
景
園
令
」
や
「
頃
園
長
印
」

が
、『
斉
魯
封
泥
集
存
』
に
は
「
孝
昭
園
令
印
」
が
、『
十
鐘
山

房
印
挙
』
挙
二
に
は
「
覇
陵
園
丞
」
の
例
が
み
ら
れ
る
［
陳
直

一
九
七
九
］。
そ
の
他
に
は
「
孝
景
園
令
」・「
渭
陵
園
令
」・「
康

陵
園
令
」
が
あ
る�

［
孫
慰
祖　

一
九
九
三
］�

。
そ
の
属
官
と
し
て
、

園
郎
（
巻
六
八
・
金
日
磾
伝
）
が
あ
る
。

　
　

�

○
食
官
令
・
丞　

既
述
の
よ
う
に
、
祭
祀
に
供
え
ら
れ
る
飲
食
物

を
管
轄
す
る
。

（
7)�

注　

文
穎
が
い
う
。
廱
と
は
、
調
理
し
た
食
物
を
つ
か
さ
ど
る

官
で
あ
る
。

　
　�

　
如
淳
が
い
う
。
五
畤
は
廱
に
在
っ
た
の
で
、
特
に
太
宰
以
下
の

諸
官
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

　
　�
　
顔
師
古
が
い
う
。
如
淳
の
説
が
正
し
い
。
雍
は
右
扶
風
の
県
で

あ
る
。
太
宰
と
は
食
物
を
供
す
る
官
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら

に
饔
人
（
調
理
人
）
を
置
く
は
ず
は
な
い
。



二
九

　
　

�

補
注　

劉
攽
が
い
う
。（
本
文
の
「
有
廱
太
宰･

太
祝
令･

丞
」
は
、）

「
有
」
の
字
が
多
い
か
、も
し
く
は
「
又
」
字
の
誤
り
で
あ
る
（
以

上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
官
本
は「
有
」を「
又
」と
す
る
。
陳
浩
は「
各

本
と
も
に
「
又
」
と
し
て
お
り
、
劉
攽
に
よ
れ
ば
こ
の
条
は
宋
以

前
に
は
も
と
も
と
「
有
」
の
字
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
っ

て
い
る
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。
高
祖
が
も
と
の
秦
の
祭
祀
官

を
召
し
だ
し
て
、
ふ
た
た
び
太
祝
・
太
宰
の
官
を
置
い
て
以
前
の

儀
礼
の
通
り
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
巻
二
五
上
・
郊
祀
志
上
に
見

え
る
。

　
　

� �

考
証　

文
穎
は
「
廱
」
は
「
饔
」
に
通
ず
る
と
考
え
、
如
淳
・
顔

師
古
は
地
名
の
「
雍
」
に
通
ず
る
と
し
た
。
巻
二
五
下
・
郊
祀
志

下
に
は
「
雍
太
祝
が
大
牢
の
供
物
を
用
い
て
祀
っ
た
」
と
あ
り
、

如
淳
・
顔
師
古
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
巻
三
〇
上
・
地
理
志
上
・

右
扶
風
の
条
に
は
「
雍
県
。
秦
の
恵
公
が
こ
こ
に
都
を
お
い
た
。

五
畤
・
太
昊
・
黄
帝
な
ど
三
百
三
カ
所
の
祠
が
あ
る
」
と
い
う
。

（
8
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
に
は
、
後
漢
で
は
「
以
前

あ
っ
た
十
官
を
廃
す
」
と
あ
る
が
、そ
の
官
名
を
記
し
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
太
卜
令
廃
止
の
記
事
の
直
後
に
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
の

で
、
五
畤
の
五
つ
の
尉
に
、
雍
の
太
宰
令
・
丞
と
雍
の
太
祝
令
・

丞
の
四
つ
を
合
わ
せ
た
九
つ
の
官
に
太
卜
令
を
加
え
た
十
官
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
　

� �

考
証　

陳
直
は
、『
十
鐘
山
房
印
挙
』
挙
二
に
「
泰
畤
寝
上
」
が

み
ら
れ
る
。
泰
畤
は
五
畤
の
一
つ
で
あ
る
。
巻
一
〇
・
成
帝
紀
に
、

永
始
四
年
（
前
一
三
）「
春
正
月
、
甘
泉
に
行
幸
し
、
泰
畤
に
郊

祀
し
た
。
す
る
と
神
光
が
降
り
そ
そ
ぎ
紫
殿
に
集
ま
っ
た
」
と
あ

る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
と
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。

　
　

�　

漢
に
お
い
て
は
、
秦
の
四
畤
の
上
帝
祭
祀
を
う
け
て
、
鄜
畤
を

白
帝
祠
、
密
畤
を
青
帝
祠
、
呉
陽
上
畤
を
黄
帝
祠
、
呉
陽
下
畤
を

赤
帝
祠
と
し
、
さ
ら
に
高
祖
は
北
畤
黒
帝
祠
を
加
え
て
五
帝
を
祭

祀
す
る
五
畤
と
し
た
。
ま
た
巻
二
五
下
・
郊
祀
志
下
に
よ
れ
ば
、

成
帝
建
始
二
年
（
前
三
一
）
ま
で
雍
旧
祠
の
山
川
諸
星
祠
二
百
三

カ
所
が
存
在
し
た
。

　
　

�　

な
お
、
後
漢
で
廃
さ
れ
た
十
官
に
つ
い
て
、
百
官
志
二
の
劉
昭

注
で
は
太
宰
・
均
官
・
都
水
・
雍
太
祝
お
よ
び
五
畤
の
五
つ
の
尉

の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
王
先
謙
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
い

る
。

（
9
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
・
太
常
の
項
に
「
博
士
を
試

験
し
て
選
抜
す
る
た
び
に
、
そ
の
可
否
を
上
奏
す
る
。
大
射
・
養

老
・
大
喪
に
際
し
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
儀
礼
を
上
奏
す
る
。
毎

月
み
そ
か
前
に
陵
・
廟
を
視
察
す
る
」
と
い
う
。

　
　

� �
考
証　

陵
県
（
陵
邑
）
と
は
、
陵
墓
へ
の
奉
仕
を
目
的
と
し
て
陵

墓
に
付
設
さ
れ
た
県
の
こ
と
で
あ
る
。
全
国
各
地
の
富
裕
者
を
陵

県
に
強
制
移
住
さ
せ
る
こ
と
で
、
地
方
に
お
け
る
政
治
的
な
不
安

定
要
素
を
解
消
し
、
同
時
に
陵
墓
一
帯
、
す
な
わ
ち
長
安
一
帯
の



三
〇

経
済
・
文
化
を
繁
栄
さ
せ
る
、
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。
陵
県
の

概
要
に
つ
い
て
は
［
鎌
田
重
雄　

一
九
六
二
ｂ
］・［
劉
慶
柱
・
李

毓
芳
一
九
八
七
］
を
参
照
。

　
　

�　

前
漢
皇
帝
陵
の
陵
県
に
は
、
高
祖
陵
の
長
陵
県
・
恵
帝
陵
の
安

陵
県
・
文
帝
陵
の
覇
陵
県
・
景
帝
陵
の
陽
陵
県
・
武
帝
陵
の
茂
陵

県
・
昭
帝
陵
の
平
陵
県
・
宣
帝
陵
の
杜
陵
県
が
あ
る
。
ほ
か
に
陵

の
奉
邑
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
に
太
上
皇
万
年
県
・
文
帝
母
の

薄
太
后
南
陵
県
・
昭
帝
生
母
趙
婕
妤
の
雲
陵
県
が
あ
る
。
陵
県
の

規
模
に
つ
い
て
は
、
巻
二
八
上
・
地
理
志
上
に
茂
陵
県
の
戸
数

六
万
一
千
八
十
七
、
人
口
二
十
七
万
七
千
二
百
七
十
七
人
、
長
陵

県
の
戸
数
五
万
五
十
七
戸
、
口
数
十
七
万
九
千
四
百
六
十
九
人
と

い
う
記
録
が
あ
る
。
少
な
い
例
で
は
雲
陵
県
の
戸
数
三
千
戸
が
見

え
る
（
巻
九
七
上
・
外
戚
伝
上
）。
宣
帝
以
降
の
陵
県
は
、
廃
陵

と
な
っ
た
成
帝
の
昌
陵
に
一
時
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
基

本
的
に
は
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
10
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
の
本
注
に
「
祠
祀
令
一
人
有

り
、
後
に
少
府
に
転
属
し
た
」
と
あ
り
、
ま
た
、
百
官
志
三
の
少

府
の
項
に
も
「
祠
祀
令
一
人
、
六
百
石
。
禁
中
の
様
々
な
小
祭
祀

を
つ
か
さ
ど
る
。
丞
は
一
人
」
と
い
う
。
後
漢
期
、
太
常
の
属
官

に
確
か
に
太
祝
令
・
丞
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
漢
と
後
漢
の
官
名

が
偶
然
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
武
帝
期
に
は

す
で
に
「
祠
祀
」
を
「
廟
祀
」
に
改
め
て
い
る
か
ら
、
後
漢
期
に

太
常
の
属
に
祠
祀
令
が
あ
る
と
す
る
の
は
本
注
の
誤
り
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

陳
直
は
、『
十
鐘
山
房
印
挙
』挙
二
に「
祠
廚
」の
半
通
印（
一

般
の
方
一
寸
印
の
半
分
の
大
き
さ
の
印
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
祠
祀

令
が
廚
に
供
す
る
と
き
に
用
い
た
も
の
。
ま
た
、『
漢
印
文
字
徴
』

巻
一
に
「
沛
祠
祀
長
」
の
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
郡
国
諸
廟
陵
寝

中
に
特
設
さ
れ
た
祠
祀
令
で
あ
っ
て
、
太
常
に
属
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
と
す
る
［
陳
直　

一
九
七
九
］。

　
　
　
「
二
年
律
令
」秩
律
に
は
、「
太
祝
」と「
祠
祀
」が
同
時
に
見
え
る
。

（
11
）�考
証　
『
史
記
』
巻
一
二
八
・
亀
策
列
伝
に
「
高
祖
の
時
に
は
、

秦
の
太
卜
の
官
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
二

年
律
令
」
史
律
に
も
「
大
卜
」
が
見
え
、
武
帝
期
に
初
め
て
置
い

た
と
い
う
百
官
表
の
記
述
に
は
疑
義
が
残
る
。

（
12
）�補
注　

斉
召
南
が
い
う
。
沈
約
『
宋
書
』
巻
三
九
・
百
官
志
上
に

「
戦
国
時
代
に
は
し
ば
し
ば
博
士
が
置
か
れ
た
」と
あ
る
。『
宋
書
』

の
こ
の
文
は
百
官
表
の
誤
り
を
正
す
も
の
で
あ
る
。『
史
記
』
巻

一
一
九
・
循
吏
列
伝
に
は
「
公
儀
休
は
魯
の
博
士
で
あ
り
、
成
績

優
秀
に
よ
っ
て
魯
の
宰
相
と
な
っ
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
戦
国
の

魯
に
博
士
の
官
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
以
上
、『
官
本
攷
証
』）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。（
汲
古
閣
本
は
改
行
し
て
い
る
が
）
官
本
は

前
に
連
ね
て
改
行
し
て
い
な
い
。
博
士
は
太
常
に
属
し
て
お
り

改
行
し
な
い
の
が
正
し
い
。
博
士
は
戦
国
期
に
な
っ
て
始
め
て
見

え
る
の
で
古
官
と
称
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
漢
は
秦
を
継

承
し
た
の
で
秦
官
と
い
っ
て
い
る
の
は
誤
り
と
す
る
ほ
ど
で
は
な

い
。『
史
記
』
巻
六
・
秦
始
皇
本
紀
に
は
「
秦
に
は
博
士
が
七
十



三
一

人
い
る
が
、任
命
さ
れ
る
だ
け
で
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

伏
生
も
ま
た
秦
の
博
士
で
あ
っ
た
。

　
　

� �
考
証　

王
先
謙
の
言
う
よ
う
に
、
博
士
は
太
常
の
属
官
で
あ
る
か

ら
、
本
稿
で
も
博
士
を
別
の
項
目
と
し
な
い
。

　
　

�　

王
国
維
は
、
博
士
と
は
博
識
の
士
を
指
す
た
め
、
武
帝
期
に
五

経
博
士
官
が
置
か
れ
る
ま
で
は
必
ず
し
も
経
学
の
専
門
家
を
意
味

せ
ず
、
広
く
様
々
な
分
野
に
渉
る
専
門
知
識
を
持
つ
者
が
任
ぜ
ら

れ
た
と
す
る
（『
観
堂
集
林
』
巻
二
「
漢
魏
博
士
考
」）。

（
13
）�補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
朝
錯
・
匡
衡
は
い
ず
れ
も
太
常
掌
故

と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
博
士
の
類
で
あ
ろ
う
。
応
劭
は
「
掌
故

は
六
百
石
の
吏
、
故
事
を
つ
か
さ
ど
る
」（
巻
四
九
・
鼂
錯
伝
注
）

と
い
う
。
巻
八
一
・
孔
光
伝
に
「
成
帝
時
代
に
は
博
士
か
ら
の
選

抜
に
は
三
科
が
あ
っ
た
。
最
も
優
秀
な
者
は
尚
書
に
任
じ
た
。
次

は
刺
史
に
任
じ
た
。
政
治
に
通
じ
て
い
な
い
者
は
年
功
序
列
で
諸

侯
王
の
太
傅
に
任
じ
た
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
辨
疑
』
巻
九
）。

　
　�

　
王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
に
「
弟
子
を
教
え
る
こ
と
を
つ
か

さ
ど
る
。
国
政
に
疑
義
が
有
っ
た
な
ら
ば
、
諮
問
を
受
け
て
回
答

す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

応
劭
の
い
う
「
故
事
を
つ
か
さ
ど
る
」
の
「
故
事
」
に
つ

い
て
は
、［
百
官
表
訳
注　

二
〇
一
一
］
注
（
35
）�考
証
を
参
照
。

（
14
）�補
注　

周
寿
昌
が
い
う
。
趙
岐
の
「
孟
子
題
辞
」
に
「
文
帝
は
学

問
を
広
め
よ
う
と
し
て
、『
論
語
』・『
孝
経
』・『
孟
子
』・『
爾
雅
』

に
い
ず
れ
も
博
士
を
設
置
し
た
。
後
に
、
伝
記
博
士
を
廃
し
五
経

博
士
の
み
を
設
け
た
」
と
い
う
。『
漢
旧
儀
』
に
「
文
帝
の
時
、

博
士
は
七
十
余
人
。
朝
服
は
玄
端
で
章
甫
冠
。
待
詔
博
士
と
な
る
」

と
あ
る
。
巻
八
八
・
儒
林
伝
賛
に
「
武
帝
が
五
経
博
士
を
設
け
た
。

『
尚
書
』
は
欧
陽
、『
礼
』
は
后
蒼
、『
易
』
は
楊
可
、『
春
秋
』
は

公
羊
の
み
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。『
詩
』
は
文
帝
・
景
帝
の
時
に

す
で
に
博
士
を
設
け
て
い
る
（
巻
三
六
・
楚
元
王
伝
に
「
文
帝
の

時
、
申
公
が
『
詩
』
を
学
ぶ
こ
と
精
緻
で
あ
る
と
聞
き
博
士
と
し

た
」
と
あ
り
、
巻
八
八
・
儒
林
伝
に
「
韓
嬰
は
文
帝
の
時
に
博
士

と
な
っ
た
」、「
轅
固
は
景
帝
の
時
に
博
士
と
な
っ
た
」
と
あ
る
）。

翟
酺
が
、
文
帝
が
始
め
て
一
経
博
士
を
置
い
た
と
言
う
の
は
、
つ

ま
り
こ
の
こ
と
で
あ
る
（
現
行
の
『
後
漢
書
』
列
伝
三
八
・
翟
酺

列
伝
に
は
「
始
め
て
五
経
博
士
を
置
い
た
」
と
す
る
。
王
応
麟
『
玉

海
』
巻
一
一
一
は
こ
れ
を
引
い
て
「
一
経
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
宋
の
時
の
『
後
漢
書
』
に
基
づ
い
て
い
る
）。
武
帝
は
さ
ら

に
四
経
を
設
け
た
の
で
五
経
博
士
と
称
す
る
の
で
あ
る
（
以
上
、

『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
）。

　
　

� �

考
証　

福
井
重
雅
に
よ
る
と
、
前
漢
に
な
る
と
博
士
は
儒
家
の
み

と
な
っ
た
が
、当
初
は
一
経
に
限
ら
な
か
っ
た
。
文
帝
期
に『
詩
』・

『
書
』を
専
門
と
す
る
博
士
官
が
、景
帝
期
に『
春
秋
』が
加
え
ら
れ
、

三
経
に
特
定
さ
れ
た
博
士
が
選
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。武
帝
・

昭
帝
期
に
確
認
で
き
る
の
は
、
こ
の
三
経
の
博
士
だ
け
で
あ
り
、

五
経
博
士
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
宣
帝
期
で
あ
っ
た
。

　
　

�

そ
れ
と
と
も
に
博
士
官
は
四
百
石
か
ら
比
六
百
石
へ
と
加
増



三
二

さ
れ
上
級
官
吏
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
五
経
博
士
の
制
度
が
完

成
す
る
の
は
光
武
帝
建
武
初
年
の
こ
と
と
す
る
。［
福
井
重
雅

二
〇
〇
五
］

（
15
）�補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
二
に
「
も
と
四
百
石
、
宣
帝
期

に
秩
を
増
す
」
と
。
後
漢
で
は
十
四
人
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

王
国
維
は
、宣
帝
黄
竜
元
年
（
前
四
九
）
に
、梁
丘
易
、大
・

小
夏
侯
尚
書
、
穀
梁
春
秋
の
四
博
士
が
増
置
さ
れ
た
。
武
帝
期
の

五
経
七
家
の
博
士
は
、
黄
竜
以
前
の
宣
帝
時
に
、
そ
の
う
ち
の
田

何
易
が
廃
さ
れ
、
田
何
易
か
ら
分
裂
し
た
施
・
孟
の
二
易
を
置
い

た
の
で
五
経
八
家
と
な
っ
て
い
た
が
、
黄
竜
元
年
の
増
置
に
よ
っ

て
五
経
十
二
家
の
博
士
と
な
っ
た
と
す
る（『
観
堂
集
林
』巻
二「
漢

魏
博
士
考
」）。

（
16
）�考
証　

百
官
表
の
こ
の
文
で
は
諸
陵
の
三
輔
へ
の
分
属
を
永
光

元
年
（
前
四
三
）
の
こ
と
と
す
る
が
、
巻
九
・
元
帝
紀
で
は
永
光

四
年
（
前
四
〇
）
の
こ
と
と
す
る
。
諸
陵
の
三
輔
分
属
は
元
帝
期

に
行
わ
れ
た
宗
廟
制
度
の
改
革
の
一
環
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
と

な
っ
た
の
が
、
巻
七
三
・
韋
玄
成
伝
に
記
さ
れ
た
永
光
四
年
（
前

四
〇
）
の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
同
年
九
月
に
衛
思
后
園

（
武
帝
の
衛
皇
后
の
墓
所
）
と
戻
園
（
戻
太
子
の
墓
所
）
が
、
つ

い
で
十
月
に
郡
国
廟
が
廃
止
さ
れ
、
諸
陵
が
三
輔
に
分
属
さ
れ
た

の
で
あ
る
（
巻
九
・
元
帝
紀
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
諸
陵
の
三

輔
分
属
の
時
期
は
永
光
四
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

永
光
元
年
の
こ
と
と
す
る
百
官
表
の
記
載
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
17
）�考
証　

王
莽
期
の
始
建
国
元
年
（
九
）、
太
常
は
『
尚
書
』
舜
典

に
見
え
る
「
秩
宗
」
に
改
名
さ
れ
た
（
巻
九
九
中
・
王
莽
伝
中
）。

〔
参
考
文
献
〕
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史
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―
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史
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史
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。
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〇
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。
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。
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史
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李
毓
芳　

一
九
八
七　
『
西
漢
十
一
陵
』、
陝
西
人
民
出
版

社
。（
の
ち
、
来
村
多
加
史
訳
『
前
漢
皇
帝
陵
の
研
究
』、
学
生
社
、

一
九
九
一
年
。）

労
榦　

一
九
七
六　
「
論
漢
代
的
内
朝
与
外
朝
」、『
労
榦
学
術
論
文
集
』

甲
編
上
、
芸
文
印
書
館
。



三
四

百
官�

表
訳
注　

二
〇
一
一　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注
稿
（
一
）」『
大

阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
十
二
号


